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区民相談課長：それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

    本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

    本日は、皆様ご出席でございます。傍聴の方はございません。 

    本日の資料の確認をお願いいたします。事前に送付させていただきましたが、ご持参

いただけましたでしょうか。ありがとうございます。 

    送付いたしました資料は、諮問資料１から６と、報告資料１から３の資料でございま

す。資料をお送りした時点で、資料の作成が間に合わなかったものがございましたこと

をおわび申し上げます。本日、机上配付させていただいておりますので、お手元の資料

をご確認ください。 

    初めに、次第を差し替えさせていただきます。後ほど、所管課長から詳しく説明させ

ていただきますが、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金関係の諮問件数に変更

があったためでございます。また、諮問資料２についても差し替えをさせていただきま

す。 

    次に、追加となる資料は、諮問資料６から１０及び報告資料２でございます。諮問資

料３から５に関する説明資料も追加させていただいております。 

    なお、不足している資料がございましたらお声がけいただければ、お持ちいたしま

す。よろしいでしょうか。 

    それでは、開会につきまして、草葉会長、よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまより、令和３年度第４回豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会を開催い

たします。本日は諮問事項１０件、報告事項３件を予定しております。２時間程度を目

途に執り行いたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

    それでは、早々に審議に入りたいと思います。 

    それでは、議題に入ります。 

    議題の諮問事項につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第２条第１項の規定

に基づき、次の事項について諮問いたします。 

    諮問第２５号、総合福祉システム（健康管理業務／成人保健）による個人情報の電算

処理。 

    諮問第２６号、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ利用に関するヘルプデスク業務の委託に係る

措置。 

    諮問第２７号、終活情報登録事業における終活関連情報の収集。 

    諮問第２８号、終活情報登録事業における終活関連情報の電算処理。 

    諮問第２９号、終活情報登録事業の業務委託。 

    諮問第３０号、令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業に関する事務委託に係る

措置（仮称）。 

    諮問第３１号、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システム（仮

称）による個人情報の電算処理。 

    諮問第３２号、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システム（仮
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称）の保守業務の委託に係る措置。 

    諮問第３３号、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の委託に係る措置。

    諮問第３４号、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る個人情報の目的

外利用。 

    以上、１０件でございます。それでは審議のほど、よろしくお願いいたします。 

    なお、ご発言いただく際は、録音の関係から必ずお近くのマイクをご使用くださいま

すようお願いいたします。ご使用の際はスイッチを押していただき、発言が終わった際

はスイッチをお切りくださいますようお願いいたします。 

会 長：それでは、審議に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：資料１、諮問第２５号について、保健福祉部地域保健課長よりご説明申し上げ

ます。 

地域保健課長：地域保健課長、坂本でございます。よろしくお願いいたします。 

    では、お手元の資料１をご覧ください。 

    総合福祉システムによる個人情報の電算処理でございます。こちらの内容でござい

ますが、こちらは令和４年６月に実装予定のＰＨＲ（パーソナルヘルスレコード）に対

応するべく、現在システムのほうでは管理していない、紙などで管理している下記の検

診記録について、電算処理をするというものでございます。 

    対象となる検診としましては、①歯周病検診の結果、②歯周病検診の精密検査の結

果、③骨粗しょう症検診の精密検査の結果でございます。 

    対象者等でございますが、それぞれの検診の受診をされたうちの精密検査の対象な

どとなりまして、歯周病検診につきましては、受診者のうち、精密検査の対象となる方

は、約１，５００人、年間おられます。骨粗しょう症検診につきましては、受診のうち

およそ約３００人の方が毎年精密検査となってございまして、こちらの方々の個人情報

を電算処理で新たに行うというものでございます。 

    本業務につきましては、新たに個人情報を電算処理化するため、ご審議をお願いする

ものでございます。 

    資料をおめくりいただいて、資料１の別表でございますけれども、こちらが新たに追

加される個人情報でございまして、氏名、性別、生年月日等、基本的な個人の情報と、

それから、検診に関する情報、検診の健康状態や検査を受けたかどうかというようなこ

とについてのデータを取り扱うことになります。 

    資料の１の別紙１をご覧いただけたらと思います。 

    こちらがイメージ図になってございますけれども、このデータの管理につきまして

は、上のほうの表に工程表がございますけれども、令和２年度から国のほうでいろんな

検診をデータ化しておりまして、今日お諮りしているのは、令和４年度のところに開始

します、右のほうに赤囲みしていますけれども、こちらの検診のうちの対象となる豊島

区のほうで、まだ電算ができていなかったものについて、お願いする部分でございま

す。 

    下のほうの図をご覧ください。取り込みのイメージでございますけれども、これらの
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検診を豊島区の場合は、医師会に検診を委託しておりますので、そちらから結果が区の

ほうの保健所、保健福祉部のほうに届いてまいります。そのデータを紙とか、そういっ

たもので取り込んでいたんですけれども、それについて電算するというもので、イメー

ジとしては、その図の右のほう、令和２年度までという囲みのところで、ＣＳＶデータ

とか、紙情報で検診結果を管理していたんですけれども、それについて下のように、全

国的に標準化されます、そのシステムに取り込めるような形でデータに取り込めるシス

テム開発を行うというものでございます。 

    もう１枚おめくりいただきまして、別紙２をご覧ください。 

    こちらが、この件に係る国の通知でございますけれども、令和３年の５月にデジタル

社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されまして、健康増進法等

の改正も施行されました。この健康増進法の中に対象となる検診の規定等がございま

す。 

    改正の趣旨については、ご覧いただけたらと思いますが、この事業が検診結果等をよ

り市町村が把握できて、転居に際して、自治体間で検診結果の情報連携を可能とするこ

とを趣旨としたものということになってございますので、住民の方が豊島区からほかの

自治体に移られたりとか、ほかの自治体から転入されてきたときに、過去の検診の結果

が、個人が分かるようになるというような、自治体間でも分かるようになるというよう

なものでございます。 

    おめくりいただきまして、裏面になりますが、中ほどの②というところをご覧いただ

けたらと思います。市町村は、①の情報、検診結果等ですけれども、その情報の提供の

求めについては、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により行うよう努めなければならない」というふうにございまして、これに基づ

きまして、電算処理の準備を進めるものでございます。 

    私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問はおありでしょうか。 

Ａ委員：では……。 

会 長：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：ちょっと法令との関係についてお尋ねしたいんですが、これ市町村の連携のために、

この改正の概要の（１）の②のところで、電子情報処理組織を使用する方法、その他の

情報通信の技術を利用する方法により行うよう努めるというふうなところの努力義務

に対応した措置をするというふうなことなのかと思うんですが、これ従来、ＣＳＶデー

タで保管していたということは、これ、今のままの状態でも、②の二の磁気ディスクそ

の他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくファイルに情報を記録

して交付するというのはできたんですか。そういう意味での電算処理はしていたけれど

も、それを一の方法に変えるということなんですかね。 

会 長：課長からお願いします。 

地域保健課長：今、ご指摘のように、一部ＣＳＶデータで管理していたものもございますけれ

ども、ただ、今回は転居等に基づいて、全国で統一して、上にございます年月日とか、
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検査の結果とか、そういったものを管理しなくてはいけないというのがございまして、

その内容がずれているというか、過不足がございますので、合わせなければいけないと

いうのもございます。 

    なので、今までは統計的に、区のほうで統計を把握するために、件数等はしておりま

したけども、こちらにあるような全てのものがＣＳＶ管理はまだできておりませんの

で、実際一部の検診についても紙の伝票を１枚１枚、受けられたのをそのまま紙でまだ

保管しているものもございますので、今回それを全部電子化したいというものでござい

ます。 

Ａ委員：分かりました。一部電算処理していたけれども、一部電算処理していないので、一部

電算処理をしていなかったものについても新たに電算処理するというふうなことと、そ

れから、その方法として、この磁気ディスクを渡すという形ではなくて、一の電子情報

処理組織を使用する方法のうちのイかロのやり方、ちなみにどっちのやり方に。 

会 長：課長からお願いします。 

地域保健課長：まず今回は、入り口の取り込みのところのご審議をお願いしているんですけれ

ども、その後は、そのデータが副本登録されまして、マイナポータルのほうにいずれは

連携するようなことになるというような、連携システムのほうになるものではございま

したが、磁気ディスクで管理する等ではなくて、連携するような形にしたいというもの

です。 

Ａ委員：なるほど、でも磁気ディスクのものと、この一と二を比べて、一のほうがよいであろ

うというふうに判断した、一応理由を教えていただけますか。 

会 長：課長からお願いします。 

地域保健課長：自治体間のやり取りのときには、磁気ディスクのほうを確認してお答えという

のもあるかもしれませんが、もう一方で、またマイナポータルに連携しまして、ご本人

が直接確認できるようになるというようなことも想定されておりますので、そちらの利

便性を考えますと、連携したほうがよろしいというふうに考えてございます。 

Ａ委員：なるほど、これ国のほうが一と二を選べるようにしたのは、これはどういった趣旨な

んですかね。何か二でやってもいいよというふうに言っているのは。 

会 長：課長からお願いします。 

地域保健課長：連携をして、マイナポータル等の連携をしていない自治体とか、しないという

ようなことがあり得れば、二という方法もあるのかなと思うんですが、実際には、二番

があるというのは、ちょっと聞いてはいないところでございます。ちょっと国のほうの

趣旨は確認が取れておりません。申し訳ありません。 

Ａ委員：なるほど、国としてはどちらを推奨するとかということでもなくて並べてあって、国

の方針としては、何をしろとは言ってきていない。 

会 長：課長、お願いします。 

地域保健課長：方針としては、一のほうかなと思ってございまして、そちらのほうの説明が中

心でございますし、こうしたシステム開発につきましても補助金を交付するので準備す

るようにというような通知が来ておりますので、そちらに従ってございます。 
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Ａ委員：なるほど、分かりました。一のほうが利便性が高いというふうなことでご判断された

というふうなことで、一応状況は理解いたしました。 

会 長：ほかにご意見はございませんでしょうか。 

    Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：大きな流れでいうと、今デジタル庁ができた中で、一つはマイナンバーも使って、国

のほうで結構一元管理できるようにという流れと、それから、同時に、例えば各地方自

治体でいろんな形式でやっているので、それを標準化、つまり全部同じような形式にし

てやったらいいのではないかと。そのほうが金が少ないのではないかとか、いろいろそ

ういうことでやっていることの流れだと思いますが。でも、それについての問題点は、

私はあると思っておりまして、一元化してきたときに、では、地域ごとで独自にやって

きた施策がちゃんとできるようになるのかどうか、そういうものが削られてしまうので

はないかという点と、もう一方で、個人情報保護という観点では、個々ばらばらの自治

体で持っていたものが、言ってみれば、一元化されて全部途切れなく、全部利用ができ

るようになったときに、膨大な個人情報が地方自治体が持っているものについて、これ

をどう管理していくのかという点では、やはり日本の今の個人情報保護法関係、それか

らデジタル一括法でやられた内容が、本人というか、本人がどうコントロールするかと

いう点での拒否権とかが全然ないような規定になっているというところがすごく問題

だろうと。自分の情報をコントロールできない。国が、では、それを利用したときに、

どういう形で利用するのか。地方自治体もそうですけども、そういう点での問題がある

というふうに思っておりまして、そういう流れの中で、今回みたいな形で一元管理でき

るような形で変更していくという電算書については、反対でございます。 

    反対ではございますが、幾つかちょっと質問をしたいなと思っているんですけれど

も、そういう意味でいうと、既に、がん検診は健康管理システムに取り込みを行いデー

タ管理しているということで、それから、肝炎ウイルス検査精密検査については、事業

を実施していないため取り込みも行わないということなんですが、改めてちょっとお伺

いいたしますが、今回、歯周病検診と歯周病検診精密検査結果と骨粗しょう症の検診結

果をこういうふうな、これまでのがん検診と違って、こういう形でやられていなかった

理由というのは一体何なんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。 

地域保健課長：これまで使っているシステムの中に、仕様として、がん検診等が入っていた部

分もありますし、その結果、受診日とか内容とかが入っていたわけですけれども、その

項目と、今回標準化を国が言ってきている項目と過不足がないということで、そのまま

使えるということでしている部分があります。 

    今回、新たに追加する検診については、人数等はパソコンなどで管理していましたけ

れども、やはりシステム化されていませんので、標準化に対応できないということで、

今回させていただくということでございます。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：先ほどのすみませんが、先生が聞かれたことと、ほぼ同じことを聞いているんですけ
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ど、具体的にどういうことだったかということが、今、分かりました。 

    それで質問はそれだけで。結論的には、私はちょっとやっぱりこういう流れには反対

ですので、この諮問については反対をいたします。 

会 長：ほかにご質問、ご意見がおありでしょうか。 

Ｃ委員：よろしいでしょうか。 

会 長：Ｃ委員、お願いします。 

Ｃ委員：ちょっとこれは、最初に質問になる話かもしれませんけれども、ちょっと内容の確認

なんですけれど、今回のこのシステムで新たに処理されることになった個人情報の範囲

なんですけど、これ今の資料１の冒頭を見ますと、歯周病の検査結果などについてはシ

ステムの対象になるというふうに見えるんですけど、めくって別表のほうが、その対象

になるというふうに、先ほどご説明いただいたんですけど、それを見ると広範な個人情

報ですね、１から１４まであるわけですけれど、これはどういうことなのか。つまり、

今回新たにそのシステムに入ることになった情報というのはどっちなのかなという。私

の理解では、業務の概要２番にある対象者の１から１４までの個人情報が新たに対象に

なったと。つまり歯周病検査で精密検査対象になったものについては、検査結果だけで

はなくて、この１から１４までの全ての個人情報が新たに登録対象になったという、そ

ういうことですかね。よろしいでしょうか。 

    以上です。 

会 長：はい、課長。 

地域保健課長：委員、後段におっしゃられたとおりでございます。その検診を受けられた方の

個人情報について、１から１４について、システム化するというものでございます。 

会 長：ほかのご意見、ご質問がおありでしたら。 

    ないようですので、ここでただいまの事項につきまして、これを是とするか、非とす

るか、確認をさせていただきたいと思います。 

    是とする方は挙手をお願いいたします。 

（挙 手 多 数） 

会 長：お一人を除いて挙手ということで、これを是とするということを確認させていただ

きます。 

    では、次の諮問に移りたいと思います。お願いいたします。 

区民相談課長：次の資料２、諮問第２６号について、教育部庶務課長よりご説明申し上げます。

会 長：はい、お願いいたします。 

    着席したままで結構ですので。よろしくお願いいたします。 

庶務課長：恐れ入ります。教育部庶務課長の樋口でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

    それでは、諮問資料２をお取り出しください。 

    Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ利用に関するヘルプデスク業務の委託に係る措置でございま

す。 

    ヘルプデスク業務につきましては、令和３年３月の第６回の個人情報保護審議会で、
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その取扱いについてご審議いただいたところでございまして、その際には、問合せ等が

あったときに、繰り返しの問合せに対して、その方についての個人情報の記録をして置

かせてくださいということについてのご了解を得たところでございました。今回は、そ

れに加えての内容ということになります。 

    実は、ヘルプデスクの業務そのものにつきましては、教育部のほうで委託をしている

環境保護業務委託の中で、問合せ窓口としてヘルプデスク業務についての契約をしてお

ります。その中には、学習用ツールの内容について、運用サポートを行ってもらうとい

うような、今回諮問いたしますような内容についての作業、つまりアカウントの作成で

すとか、それから、学年が毎年、子供が上がりますので、そのときの更新作業等につい

ても業務委託の中に盛り込まれているというものでございます。その内容作業について

変更をいたしたいというものでございます。 

    業務内容の１、内容の（１）でございますが、ＧＩＧＡスクール構想実現のための環

境整備に導入しましたＧｏｏｇｌｅＷｏｒｋｓｐａｃｅを活用した、まず、外部講師等

を招く研修でございますが、それを学校で実施する際に、外部講師のＧｏｏｇｌｅアカ

ウントですね、ＧｏｏｇｌｅＷｏｒｋｓｐａｃｅの中に、外部講師が入って研修をする

ということにするためのアカウントを作成する必要がございますが、この作成に当たり

ましては、現在のところ、学校から外部講師の氏名を聞き取り、その作業を私ども庶務

化を経由して、それを作成するという、学校から庶務課がその依頼を受けて、それをヘ

ルプデスクのほうに渡し、また、それが作成が終わったら、逆のルートで学校に渡すと

いうような作業を行っていたところでございます。これを学校から直にヘルプデスクの

ほうに依頼をできるようにいたしたいというものでございます。 

    次に（２）でございます。子供用のＧｏｏｇｌｅアカウントの年次更新、子供が翌年

１年繰り上がったときのその年次の更新なんですけれども、学校から子供の名前は平仮

名で全部お受けします。それを更新の作業でするんですけれども、同姓同名がいた場合

にはエラーでそうやって出てきてしまうので、それを庶務課のほうで問い合わせて、そ

れでクラスを確認し、更新作業をするという作業を行っておりました。このエラーをで

きるだけなくすというために同姓同名が特定できるよう、出席番号、それから生年月日

を追加して、情報を渡したいというところでございます。 

    該当者につきましては、今申し上げたように（１）につきましては外部講師、あるい

はゲストで学校でお呼びする方々、（２）については、子供でございます。 

    委託の理由につきましては、今申し上げたとおりでございまして、（１）につきまし

ては、私ども庶務課を経由しないということで、アカウントの作成を迅速に行いたいと

いうものでございます。 

    また、（２）につきましては、子供のアカウントについては精度を向上させるという

ものでございまして、これ、もう少し（２）について、ご説明申し上げますと、子供の

情報が学校から送られてくるのが３月の下旬でございまして、それを入学式が４月の８

日でございますが、その前日までに、その繰上げの更新の作業をしなくてはいけないと

いうことで、とてもタイトな中で作業を行うということから、ぜひともこれを行いたい
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というものを申し添えます。 

    効果につきましては、今申し上げたとおりでございます。 

    ３番の一括承認基準の該当の有無から７番までは記載のとおりでございまして、８

番の審議の対象範囲でございますが、恐れ入りますが、おつけした資料の別紙の２、一

番最後の資料をお取り出しください。 

    Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ利用に関するヘルプデスク業務の流れでございます。 

    こちらに対象者から事業者、ヘルプデスクへの問合せ等に対する個人情報の内容、そ

れから回答の内容が赤字で書かれておりますけど、さらにこれに、今申し上げたような

外部講師の情報、あるいは児童・生徒の情報を加えさせていただきたいというものでご

ざいます。当然ながら、それは使用が終わったものについては、区、これは教育委員会

ですね、あるいは学校のほうに返還をするというものでございます。 

    恐れ入ります。資料２にお戻りください。 

    委託先につきましては、もう既にヘルプデスクを委託しております株式会社ＮＴＴ

ドコモに委託するものでございます。 

    簡単ではございますが、説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

会 長：それでは、ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問はありますでしょう

か。 

Ｃ委員：よろしいでしょうか。 

会 長：Ｃ委員、お願いします。 

Ｃ委員：また、確認の質問なんですけれど、まず、何点かあるんですけど、まず、この（２）

のほうのアカウントの年次更新なんですけど、これを担当するのもヘルプデスクという

ことなんでしょうかということです。これ、（１）と（２）両方、ヘルプデスクが扱う

ということになっているんですけど、そうなのかということが１点。 

    ２点目が、今までは子供のアカウントについては、氏名のみで登録していたというこ

となんでしょうかということで、今後、出席番号と生年月日を追加するということは、

毎年更新するという形になると思うわけですけど、つまり前年度のやつをそのまま使い

回しをするのではなくて、毎年新しいデータを使っていくということになるんだと思う

んですけど、そうであるならば、出席番号及び生年月日のみの、さらにいうと、出席番

号のみの提供でもいいのではないかと。つまり、これ氏名に加えて、出席番号、生年月

日ということになるわけですけど、そこまで渡す必要があるのかといいますか、生年月

日はそもそも必要かという問題もありますし、つまりこれ、同姓同名のあれを避けると

いうことであるならば、しかも毎年更新するというのであるならば、出席番号のみでも

いいわけですし、あと、今度は個人情報保護法が改正されまして、いわゆる仮名個人情

報という類型が新しくできるというのはご存じだと思うんですけど。やっぱりできるだ

け、提供する情報は少ないほうがいいわけでありまして、ちょっとこれ、三つは渡し過

ぎなのかなと。もう既に作業は進行していると思うんで、ちょっとあれなんですけど、

ちょっとこの氏名、出席番号、生年月日を三つ提供しなければいけない理由というのが
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何かということが、２点目の質問です。 

    そして、最後の質問ですけれど、外部講師がヘルプデスクに口頭で申請することにな

るんだと思うんですけど、この書面からすると。これも、その都度、だから口頭でやる

というのは、いかにも危険な、どうかなというところは思ったのと。あと、外部講師に

つきましては、外部講師のほうにはこの情報が行くということは、これは了解が取れて

いるのかと、その確認。これ別紙のほうのところの説明をさっきおっしゃいましたけ

ど、いずれも同意を取った上でということを言われていましたけど、外部講師について

は、この情報の流れについて、どう捉えているのかと。以上、３点お伺いしたいと思い

ます。 

会 長：課長のほうからお願いいたします。 

庶務課長：まず、１番のアカウントの作成については、これは先ほどちょっと申し上げました、

今、環境保守業務委託を教育部のほうでは結んでおりますけども、その業務の中に含ま

れているということでございます。 

    それと、子供の個人情報の件でございますけども、実は出席番号は、そのクラスの番

号しか私ども教えてもらっていませんので、クラスが違うと、要するに同じ出席番号

が、同じ番号が幾つもあるということの中で、その番号をもってして、個人を特定する

ということができないというものでございます。 

    あと、申請の了解につきましては、当然ながら、外部講師の方についても、個人情報

がございますので、ご了解を得て行うというものでございまして、これにつきまして

は、インターネット上の私どものほうで申請書特定のフォームがございまして、そこに

記載をしたもので申請をもらうというシステムになっております。 

会 長：Ｃ委員。 

Ｃ委員：分かりました。１点目と３点目は分かったんですけど、２点目の出席番号においては、

いかにも何かあれで、例えば６年Ａ組２番だったら、６Ａ－２とか、そういった形で提

供すればいいのではないかという気がするんですけど、何でわざわざ学年とクラスを外

しているのかというのが、ちょっとそこら辺、ご説明いただければと思います。 

会 長：課長のほうからお願いいたします。 

庶務課長：すみません、頂く個人の情報が学校によって、まちまちでございまして、実は、子

供の情報は頂くのも、学校によって、それぞれ別々にもらっているというようなそんな

状況もございます。したがって、今後、個人の特定をできないような方法として、工夫

は必要かもしれませんけど、学校全体としてですので、共通したそういった出席番号制

度というのが成り立っておりませんので、今のところはやむを得ないのかなというふう

に思っております。 

Ｃ委員：よろしいでしょうか。 

会 長：Ｃ委員。 

Ｃ委員：いや、氏名が入ってしまう段階で個人情報の提供になってしまうわけですね。だから

氏名があるかないかというのは大きいものでありますので、学校ごとにあるというので

あれば、例えば学校というコードをつけて、それで学年、学級、そして出席番号という
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形にすれば、一つの情報だけで済むわけでありますし、あと、氏名等の提供もないわけ

ですので、ちょっと何か三つも提供する、いかにも煩雑かなという、聞いて思いました

ので。今後、これの改善点になると思うんですけど、ちょっとお願いしたいと思います。

    以上です。 

会 長：課長からお願いいたします。 

庶務課長：ご指摘の点、ごもっともだと思っております。その辺は、今後も学校とも協議して、

この取扱い対応について考えていかなければいけないという、そういう課題として認識

いたしました。 

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：私も生年月日はなるべくまとめて出さないほうがいいなと思っていたので、今のＣ先

生と同じ意見なんですけど。つまり４月に新しいクラスを編制するときに、例えば、５

年生が６年生になると、５年生の５年１組の出席番号、何番が、今度６年２組になりま

すよということが必要なんだと思うんですよ。 

    つまり、学級ごとでの何かグループみたいな、そういうミーティングのルームみたい

なのが、たしかこのＧｏｏｇｌｅのところにあって、そういうこともやっていかなけれ

ばいけないとか、あと、担任の先生が子供たちを、自分の新しい担任の先生が、その子

供たち全てを一つのいろいろやり取りをしたりとか、そういう作業がある、いわゆるク

ラス編制に伴う、アカウントのいろんな設定を変えなくてはいけないというのがあるん

だと思うんですけど。私もちょっとそれがいいかどうか分からないんですけど、一番最

初に登録するときに、少なくとも、でも学校を転校した場合なんかも、別のところに行

くというか、前の情報を引き継ぎつつ、アカウントの管理をしていくことになるとする

と、そうすると、またちょっと面倒くさいかもしれませんが、でも、そのアカウントは、

必ず個人に既にひもづけられているので。何かやり方、変更のときに、このアカウント

をこういうふうに変えてくださいということを指示するやり方は、私はちょっと別個

に、生年月日以外であるんではないかなと思いました。先ほど、少し検討しますという

話もあったと思うのでよかったと思いますが、そこはぜひ注意していただきたいと思い

ます。 

    あわせて、考え方として、さっき一つは説明のときに、これまで教育委員会が、庶務

課が情報を全部学校からもらったものをこの事業者に渡すというやり方をしていたの

を、今度は学校が直接やれるようになりますというお話がありました。学校がやるとな

ると、今度、教育委員会は全く関与しないでできるようになるのかという点が一つ質問

です。 

    あわせて、たしか前に登録削除の業務の委託をしたときには、そのデータのやり取り

は、全てクラウド上でやって、ダウンロードもしないし、終わったら情報は一回、もう

全部送ったものは削除するというようなことがあったんですけど、そういうやり方を引

き継いで学校がやるということになるのか、この２点を確認したいと思います。 

会 長：課長、お願いします。 

庶務課長：ご指摘のとおり、学校とその事業者が直接今度は情報のやり取りを行うということ
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でございますけれども、研修等が終わったときには、区のほうに報告をもらうことには

なっております。そういうルールになっております。 

    また、ご指摘のとおり、クラウド上で個人情報のやり取りをした後、これについては、

その情報は全部削除するということになっております。 

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：そうすると、今後はやはり学校がその情報をどう管理するかというのが、やっぱりそ

れなりに大変というかあると思うんですね。もちろんＩＤとパスワードで管理するとい

うクラウドはみんなそうなんですけれども、なかなかやっぱり現実に、現場の先生方に

とって、なるべく負担がというか、ないように。かつ間違いがないように、同時にと思

います。 

    同時に、逆に、今までは教育委員会を通して、いろいろやり取りをしていたのが、直

接事業者と、いや、ここ間違っていますよとか、これちょっとこうなのでやってくださ

いと、学校が言えるというのは、それはそれで便利になるのかなという点もあると思う

ので、その辺のところのいいところと、大変なところと両方あると思うので、その辺は

よく注意しながらやってもらえればなと思っています。 

    以上です。 

会 長：課長、お願いいたします。 

庶務課長：まず、個人情報が学校が取り扱えることになるということについてなんですけれど

も、個人情報の取扱い、これに限らず、学校では様々な子供の情報も含めまして、取り

扱うことになっておりまして。それにつきましては、私ども教育委員会の庶務課のＩＣ

Ｔグループが現場に行って、取扱いをきちんと適正に行われているかを点検することに

なっております。 

    したがいまして、その点につきましては、今後もさらにこういう形で学校のほうに、

ある意味では権限を持たせるわけですので、注意して、点検作業を行っていきたいとい

うふうに思っています。 

    また、ヘルプデスクと学校との関係なんですけども、昨年度と違いまして、今はどち

らかというとＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋの操作というよりも学校でどんなふうな授業で行

っていったらいいのかというような、そういうＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋそのものの道具と

して、どんなふうに使うんだという問合せが、今ヘルプデスクと盛んに行えるようにな

っています。そういう意味では、私どものほうも今後のＩＣＴ環境の整備としては、ヘ

ルプデスクの充実が今後の私たちの一つのミッションなのかなと、そんなふうにも考え

ているところでございます。 

会 長：ただいまの事項につきまして、ほかにご意見、ご質問はおありでしょうか。 

    特にないようでしたら、これを是とするか非とするか、確認をさせていただきたいと

思います。 

    本件につきまして、これを是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。ありがとうございました。 
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    次の諮問に移りたいと思います。 

区民相談課長：次の資料３から５、諮問第２７号、２８号、２９号について、保健福祉部高齢

者福祉課長よりご説明申し上げます。 

高齢者福祉課長：高齢者福祉課の猪飼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐縮

でございますが、着座にてご説明をさせていただきます。 

    まず、諮問資料の説明に入ります前に、事業のご説明をさせていただきたいと存じま

す。お手元のこちら、豊島区あんしんセンターのリーフレットをご覧いただきたいと存

じます。 

    終活相談窓口のご案内ということでございますが、お開きいただきまして、まず、「終

活とは」と記載してございます。終活は、身の回りの整理や遺言・相続、葬儀のことな

ど、いずれやってくる「その時」に備える準備活動ということでございます。一人一人

が「終活」を通じて不安を解消し、充実した生活を送るために、豊島区終活あんしんセ

ンターがご相談をお受けするというものでございまして、本年２月１５日に開設してお

ります。この事業につきましては、豊島区民社会福祉協議会に委託しているというもの

でございます。 

    相談の流れと方法でございますけれども、左下でございます。終活の相談窓口でござ

いますけれども、対象者を豊島区内にお住まいのおおむね６５歳以上の方とご家族とい

たしまして、月曜日から金曜日、９時から１７時までお受けしているというものでござ

います。 

    相談方法は、電話ですとかメール、そして窓口で対応しておりまして、相談例も記載

のとおりでございます。終活の始め方を知りたいですとか、遺言や相続について考えて

いきたいということでございます。 

    右のほうに移りまして、こういったご相談に対しまして、情報提供をさせていただい

たり、専門職による相談、弁護士ですとか、司法書士にご相談するというような相談を

行っているところでございます。 

    また、上のほうに行きますと、右上に行きますと、講演会ですとか、出前講座、また

出張相談会も開催するなど、様々なところでＰＲさせていただいて、相談につないでい

くというものでございます。 

    その次に、資料３から５、関係資料ということで、終活情報登録事業についての案と

いうことで、Ａ４、１枚のペーパーをご用意させていただいております。この終活あん

しんセンターの相談業務におきまして、来年の４月から新たに終活情報の登録事業を行

っていきたいというものでございます。 

    内容について、ご説明させていただきますと、まず、目的でございますが、緊急連絡

先や葬儀等の生前契約等の終活関連情報につきまして、ご本人のご希望によって、あら

かじめ区に登録を行い、特定の者からの照会に基づき、登録情報を開示することで、本

人の意思を的確に伝達し、本人の希望に沿った終末期の医療・葬儀等の実現につなげる

というものでございます。これによりまして、本人の尊厳を守るとともに、今後の人生

をより豊かで安心できるものとするということを目的としてございます。 
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    事業概要（１）の対象者でございますが、区内在住のおおむね６５歳以上の高齢者で

事業登録を希望する方としてございます。 

    事業内容につきましては、本人の申請に基づきまして、終活関連情報を区に登録する

というものでございます。ご本人が病気ですとか、事故等で意思表示できなくなったと

き、またはお亡くなりになったときに、警察・消防・医療機関・福祉事務所及びあらか

じめ照会可能な者として登録された方からの照会に基づいて、区が登録情報を開示する

というものでございます。 

    事業の流れでございますけれども、まず登録のところですが、①としまして、ご本人

は、区に終活関連情報の登録を申請するということでございます。ご本人が認知症等の

疾病によりまして、意思能力を有しない場合は、後見人も申請可能としてございます。

    ②としまして、区は申請を受け付けたときに、本人に対して登録証を交付、ご本人様

は登録証を保管、携帯するというものでございます。登録者自身からの登録内容の確

認、また変更ですとか、廃止については、随時お受けするというものでございます。ま

た、登録後に選任された成年後見人は、登録内容の確認を可能としているというもので

ございます。 

    開示でございますけれども、開示条件としましては、ご本人様が意思表示ができなく

なったとき、またはお亡くなりになったときということで、警察・消防・医療機関・福

祉事務所、照会可能な登録者から区へ照会した場合に、区は照会に対して、情報を開示

するというものでございます。ご本人がお亡くなりになって、１か月ぐらいを経過した

ときに、照会可能な登録者からの照会がない場合は、区から連絡を取って、必要があれ

ば情報を開示するというものでございます。一番下にイメージ図を記載させていただい

ております。 

    裏面をご覧ください。 

    （４）としまして、登録情報・登録可能情報・情報開示期間ということで、登録情報

につきましては、緊急連絡先、本籍、通院先・アレルギー等、リビングウィルの保管場

所等々、記載のとおりでございます。また、登録可能情報は、ご本人様だけが登録可能

なものもありますし、後見人の方もご親族の方も登録可能なものもございます。情報開

示期間につきましては、それぞれの項目ごとに設定をさせていただいてございます。 

    （５）としまして、登録情報の開示先、開示方法でございますが、警察・消防・医療

機関・福祉事務所につきましては、口頭または書面。また照会可能な登録者につきまし

ては、書面ということでございます。この登録情報ごとに開示先を選択可能ということ

で、あくまでもご本人の希望ということで対応するというものでございます。 

    （６）は、情報取り扱い期間でございますが、登録手続が完了した日から、ご本人が

お亡くなりになった日、または転出された日より５年が経過する日まで保管しておくも

のということでございます。 

    事業の実施方法につきましては、終活相談窓口を委託している豊島区民社会福祉協

議会に委託するというふうに考えてございます。 

    情報の保管方法は、まず紙ベースで社会福祉協議会が保管ということで、終活情報登
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録票、その他申請に係る書類一式でございます。 

    ２番としまして、データにつきましては、社会福祉協議会と区が双方に保管というも

のでございます。内容については、記載のとおりでございます。 

    ３番のスケジュールですが、本年１２月、今の個人情報保護審議会にお認めいただい

た後に、来年の２月から３月にかけて準備をいたしまして、４月から事業を開始したい

ということでございます。繰り返しになりますが、終活相談窓口の支援策の一つという

ことで展開したいというように考えてございます。 

    それでは、引き続きまして、資料３、諮問資料（収集禁止事項）からご説明させてい

ただきます。 

    なお、この終活サポート事業の運営委託につきましては、本年３月２９日に本審議会

で報告してある委託事業でございます。 

    それでは、件名を申し上げます。終活情報登録事業における終活関連情報の収集とい

うことでございます。 

    業務の概要の内容でございますが、令和４年４月１日から、「終活サポート事業運営

委託」で終活情報登録事業を実施するというものでございます。本人からの申請に基づ

き、終活関連情報を区に登録し、本人が病気・事故等で意思表示ができなくなったとき、

または死亡したときに、特定の者からの照会に基づき、区が登録情報を開示するという

ものでございます。 

    対象者と収集方法につきましては、記載のとおりでございます。 

    ４番の収集の理由でございます。終活関連情報を、本人が意思表示できなくなったと

きや死亡したときに、特定の者からの問合せに限定開示することで、本人の意思を的確

に伝達し、本人の希望に沿った終末期の医療・葬儀等の実現につなげるものでございま

す。これによりまして、ご本人の尊厳を守るとともに、今後の人生をより豊かで安心で

きるものとするということを理由とさせていただいております。 

    ５番の諮問理由につきましては、一括承認基準の類型に該当しないということでご

ざいます。 

    ６番の取り扱う個人情報でございますが、ご本人から収集するものとしまして、あく

までもご希望ですけれども、本籍に関すること、医療に関すること、臓器提供の意思、

献体登録先、生前契約等に関すること、お墓に関することということでございます。 

    収集する時期及び期間は令和４年４月１日からでございます。 

    続きまして、資料４をご覧ください。 

    諮問資料（電算処理）でございます。終活情報登録事業における終活関連情報の電算

処理でございます。業務の概要１の内容でございますが、終活情報登録事業において、

本人同意のもと個人情報等を収集し、電子データでの保存等、電算処理を行うというも

のでございます。 

    対象者と理由は、記載のとおりでございます。 

    ５番の諮問理由でございますが、審議会事前一括承認基準の類型に該当しないため

ということでございます。 
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    ６番の取り扱う個人情報ですが、電算処理するものとしまして、本人情報、登録申請

者情報、緊急連絡先、本籍、筆頭者等々記載のとおりでございます。 

    電算処理する時期及び期間は、令和４年の４月１日からでございます。 

    続きまして、資料の５をご覧いただきたいと存じます。 

    諮問資料（業務委託）でございます。終活情報登録事業の業務委託ということで、本

事業は、終活情報登録事業を「豊島区終活サポート事業運営委託」の実施内容に追加し

て行うものでございます。 

    内容、該当者等は記載のとおりでございます。 

    委託理由でございますけれども、令和２年度から豊島区終活あんしんセンターを開

設し、高齢者の終活に関する相談窓口を設置しております。既に終活に関するノウハウ

を持つ事業者を活用し、既存の終活相談窓口等の運営、相談支援業務と一体的に実施す

るほうがよりスムーズな案内や登録が期待できる上、コスト面でも効率的であると考え

ているからでございます。 

    ６番、取り扱う個人情報でございますが、別表６、取り扱う個人情報の項目のとおり

ということで、別表をご覧ください。 

    「取り扱う個人情報」の項目でございますが、１としまして、事業者が必要に応じて

収集する情報ということで、①番から⑬番までということで、本人情報、後見人、緊急

連絡先等々、記載のとおりでございます。 

    また、２番として、区が収集して事業者に提供する情報としまして、本人の高齢障害

システム上の宛名番号ですとか、転出された場合ですけれども、転出先の住所をお知ら

せするというものでございます。 

    また、上記１の①から⑬に関する事項につきまして、プロポーザルによる委託事業者

が変更になった場合に、次の事業者へ引き継ぐためということで考えてございます。 

    その下の７番の「情報の保護」の項目をご覧ください。 

    さらに別紙１をお付けしてございますけれども、特記事項のうち、修正した事項とし

て記載してございます。変更した条項につきましては、第２条の取り扱う個人情報の範

囲等、（１）受託業務の処理のために収集する次の個人の情報。また（２）受託業務の

処理のために甲から提供される次の個人情報というところでございます。 

    変更した理由につきましては、特定される範囲の内容を明らかにしたということで、

上記取り扱う個人情報のとおりでございます。 

    すみません、資料５にお戻りいただきまして。８番、審議する対象範囲でございます

が、別紙２「流れ図」をおつけさせていただいております。この「流れ図」におきまし

ては、１としまして、委託事業者と申請者との関係。（１）に本人又は後見人から委託

事業者への情報と。 

    また、２としまして、区と委託事業者との連絡調整。（２）、（４）につきましては、

委託事業者から区へ。（３）につきましては、区から委託事業者へという内容でござい

ます。 

    委託先につきましては、社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会ということでござい



審 議 経 過
№16 

ます。 

    契約締結予定日は、令和４年４月１日でございます。 

    ご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問はおありでしょうか。 

Ａ委員：よろしいでしょうか。 

会 長：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：これ、高齢福祉課長に聞くべき問題なのかというのがよく分からないところはあるん

ですが、端的に言うと、本人の希望に沿った葬儀等を実現するために、お墓に関する情

報を収集して、それを利用するというふうなことは、憲法の定める政教分離条項に違反

しないのかというふうなことと。それと関連して、その他本人が希望する内容を収集す

るというふうなことがあるわけですけれども、本人が自分の信仰する宗教や宗派に従っ

た葬儀をしたいというふうなことで、自分の信じる宗教や宗派に関する情報を伝えてお

いたときに、それを区がリスト化して持っておいて、それを活用して円滑に葬儀が行わ

れるというふうにするのは、これは憲法の定める政教分離条項に違反するかしないかと

いうふうなことについて、課内で何か検討されたかどうかというふうなことについて、

お聞きしたいんですけれども。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：例えば、公費が寺院等に行くようなそういったところは、政教分離のところ

に違反するというのは確認を取っておりまして、例えば助成事業、助成したものが寺院

に直接行くような、そういったところは触れるというふうに考えております。 

    今回につきましては、本人の希望、例えばお墓の場所とか、その情報を預かったもの

を伝えてほしい人にお伝えするということですので、特段そこには引っかからないんで

はないかというふうに考えておりますし、横須賀市のほうも、既に実施しているという

ような状況もありますので、この辺は心配ないかなというふうに考えたところでござい

ます。 

Ａ委員：心配ないかどうかについて、私の意見を述べると、後者のほうですね、つまり本人が

宗教、宗派を伝えて、それをリスト化して持っておいて、それを有効に活用するとかと

いうことになると、これは恐らく違憲違法になるのではないかというふうな気がしま

す。 

    というのも、まずは、これ目的が本人の葬儀の実現というふうなことで、判例上、要

は目的が世俗的なのか、宗教的なのかというふうなところの区分が一つ重要になってき

て、葬儀というのは、果たして、これ社会的儀礼行為で世俗的なものなのか、それとも、

宗教的な儀式なのかというふうなことは、恐らく場合によるので、一義的に言えないわ

けですよね。 

    次に、では、そういうふうな本人が自分の宗教、宗派にのっとった葬儀を行うことを

推進するように、政府が援助をするというふうなことは、その政府の行為の効果とし

て、やはり宗教を援助、助長、促進する可能性があるというふうなことは否定できない

わけですね。ですので、恐らく、これ宗教、宗派に関する情報を収集して集めてしまう
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と、違憲違法になるのではないかというふうなおそれが極めて強いというふうに思いま

す。そこは注意していただきたいと思うわけです。 

    横須賀市がやっていますけど、地方公共団体がやっている行為が判例上、政教分離に

違反するというふうになって、違憲違法とされる例は非常にいっぱいありますので。特

に裁判所は、政教分離に関しては厳しい判断をするので、だから、そこの情報の収集、

特に葬儀関連の情報を集めるときに、それが政教分離に違反しない形で情報収集すると

いうふうなことは、厳に徹底しないといけないと思われるのと。 

    では、これお墓に関する情報を集めるのが政教分離に違反するかというのは、これ極

めて微妙なところだと思っていまして、要は多磨霊園とか、雑司ヶ谷霊園にあるという

ふうな場合はいいんですけれども、名称が正確ではないかもしれませんが、例えば、佼

成霊園にありますと言ったら、その人が立正佼成会の信者であるというふうなことが高

い確率で分かるわけですし、あるいは、池田記念墓苑がこれお墓の場所であるというふ

うなことになったら、恐らく創価学会の信者であろうというふうなことが極めて高い確

率で分かるわけですので。これお墓に関する情報というのは、恐らくその人の信仰に関

する情報というふうなものを政府が収集するというふうなことになってきて、それを葬

儀等、つまり宗教的な儀式のために利用するというふうな可能性につながる。つまり宗

教を援助、助長、促進する可能性があるわけですので、ただ、全体的に、要は葬儀とい

うふうに社会的儀礼行為を促進するためのものであるというふうなことで、目的が世俗

的であるというふうなことを強調すると、合憲になる可能性もあるんですけれども、や

り方によっては、違憲と合憲のボーダーライン上にあるような話なので。 

    ですので、結論として、お勧めしたい方向性としては、まず、その他本人が希望する

内容に関して、政教分離条項と触れるおそれがあるような情報、つまり本人の宗教、宗

派に関する情報は集めない。お墓に関するものというのは、これ何かここで集めてしま

うのではなくて、例えば、リビングウィルとか、エンディングノートの保管場所につい

て書いていただいて、その中で相談を受けるわけですから、その中にお墓の場所とかも

書いておいたほうがいいですよというふうに言っておくほうが、訴訟になるかというと

ならないだろうと思うんですけれども、万が一、住民訴訟になって、政教分離違反で何

か判例に名を残すというふうなことはないのではないかと思って。要は、何かお墓に関

する情報という、まさにその人の信仰内容と関わる可能性がある情報を集めるだけの必

要性がそんなに高いのかというと、何かそれはリビングウィルとかのエンディングノー

トの中で書いておけば済むことであろうとは思うわけですので。ちょっとそこら辺、ど

のように判断されるかお聞きしたいんですけれども。 

会 長：課長からお願いいたします。 

高齢者福祉課長：ご指摘ありがとうございます。政教分離については、やはり慎重に対応しな

くてはいけないというふうに考えておりますので、ご指摘いただいたエンディングノー

トに記載するとか、そういった方法とかも考えながら慎重に、また、法務のほうにも確

認しながら対応を進めていきたいというふうに考えてございます。どうもありがとうご

ざいます。 
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会 長：Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：この制度、登録という制度をつくられたのが、本人の意思の表明できなくなったよう

な段階で、それまでの意思を希望を実現していくということにあると思うんですけれど

も、その照会。まず、この今日の関係資料で頂いたほうでいうと、特定の者からの照会

という、この福祉事務所までの例示の後の、あらかじめ照会可能として登録された方と

いうのは、本人のみが登録して、例えば葬祭業者とか、そういう当時本人が特定の者と

して、予定していないような人からは照会できないということですよね。 

会 長：課長。 

高齢者福祉課長：おっしゃられるとおりです。あくまでもご本人様が望む登録の項目と、あと、

相手方ですね。例えば、妹さんに伝えてほしいとか、そういうことで、こちらのほうで

照会可能な方を位置づけるというようなところでございます。 

会 長：Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：そういう本人が伝えてほしいという相手に対して照会できるようにするという制度

だとしまして、最初の登録のところが、後見人が選任されているような場合というの

は、本人は意思能力として、こういうことができなくなっている場合なんですけど、後

見人がいない場合に親族と。そこが一番私は引っかかっておりまして、親族というの

は、複数おられて、その意思が対立していることもあり、お墓の場所なんかについては、

本当に本人が契約している本人名義の契約のあるお墓であれば、ある程度固まるとは思

うんですけれども、ご夫婦が別居されて、看ている親族が違うときなんかに、お父さん

はこちら、夫はこちらのお墓に入ったけれども、妻が亡くなったときにどうするかとか

というのは、親族間で非常にもめたりするので。そういうお墓がここに決まっていると

か、臓器提供の意思、献体登録、その後ろで親族が提供できる情報というところを本人

と差はつけてあると思うんですけれども、お墓の所在地や本人の名義で契約していない

ものをここだというふうに親族が登録できるということには、非常に後に紛争を生むの

ではないかなと。それが公権的な登録のように親族間では使われてしまうと思います

し、ちょっと全般的にも、親族というのが範囲が不確定で複数い得るので、本人でない

場合というのは、後見人は本人の包括的な代理人になると思うんですけれども、これ

も、ちょっと制度としては、慎重に可能な登録者を確定していただくほうがいいのでは

ないかというふうに思ったんですが。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：ご指摘ありがとうございます。確かに親族のところは、おっしゃられるとこ

ろはあるかなと思っております。相談対応の中で、この辺、ご照会していくというよう

なことを考えていきたいと思いますし、他の自治体の例を参考にさせていただいて、こ

こまで入っていたので考えているんですけれども、今のご指摘を踏まえて、もう少し慎

重に要件を設定していきたいと思っております。 

    ご親族で残られていて、後見人にはなっていないんだけれども、そこは排除する理由

のない方も大勢いらっしゃいますので、そこをうまく対応していきたいなと思っており

ます。ご指摘ありがとうございます。おっしゃられるとおりだと思います。 
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会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：そもそも、まず収集禁止事項を収集するというのが一つの諮問の内容なんですけど、

では、一体何がそもそも収集、本人同意があるというか、それこそ本人が登録したいと

思ってくるにもかかわらず、そういう内容とはいえ、やはり収集禁止事項であろうとい

うことで挙げられているということだと思うので。やはり一つは、先ほど話があったよ

うなお墓とかというのが場合によっては宗教に当たる、信教の問題とかあると思うんで

すけど、これら全てが基本的には収集禁止事項という、こういう感覚ということで挙が

っているということで、よろしいんでしょうか。 

会 長：どうぞ、課長から。 

高齢者福祉課長：所管課とも相談しながら、できるだけ範囲を広く取ってご議論いただいたほ

うがいいかなと思いまして、このように項目を挙げさせていただいたところでございま

す。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：そもそも行政が集めてはいけない内容に当たる可能性があるというか、そういう認識

を持って、この審議会にかかっているということでは、やはり慎重にする必要はあるん

だろうというふうに私も思いました。それから、慎重にというのは、どこまでその内容

を区が持つかと。行政が持つべきなのかということがちょっとまず大事かなと。 

    ちょっと私も、先ほどお話のあった横須賀市というところがやっているということ

もあったのを今も聞いたんですけど、やっぱりそこでは無縁仏みたいなところへ入る人

も多かったのでみたいな感じで、結構、お墓のことがちょっと争点で書いてありますけ

れども。そもそも区として、これをやっていこうという一番の目的というのは、何かど

こなんでしょうか。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：まず、終活あんしんセンターをそもそも設置したところについては、やはり

独り暮らし世帯の高齢者の割合が高い豊島区では、老後の心配というのが大きな課題だ

というふうに考えております。身寄りのない方も大勢いらっしゃいますので、この先ど

うしたらいいんだろうと、そういったところの不安を払拭したいという目的で終活あん

しんセンターを立ち上げたわけでございます。 

    今回の登録事業につきましても、やはりお一人でお身内が遠方にいらっしゃるとか、

なかなか連絡がつかないとか、結構な数で、私ども高齢者福祉課でもケースワークで対

応させていただいていますけど、そういった中で、こういった認知機能が衰えて、ご自

身の意思が、希望が伝えられない、そういうような状況になる方も多いと。希望が言え

るうちに、今のうちに希望を伝えておく。何かあったら誰かに伝えてほしいというよう

なことも、この間の終活あんしんセンターの相談の中でも出てきたところですので、そ

れであれば、横須賀市の先行事例も踏まえながら、より安心な、区に情報を登録してい

ただいて、何かあったら対応する。例えば、外で倒れて、この登録した携帯証を持って

いれば、区に連絡が来まして、そのときの例えば病状とかでも、登録もできますので、

そういったところを速やかに提供できるというようなこともあります。そういったとこ
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ろで必要ではないかというふうに考えたところです。 

    やはり、ご本人の希望をしっかりと伝え、かなえるというところが大きなところかな

と考えております。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：それで、そういう意味では、ご本人からの希望があって、初めて成り立つ事業で。た

だ、私ももう一つ心配だったなと思うのは、遺言なんかもそうですけれども、結局、今

の時点ではそうなんだけど、これから長くいろいろなことをやっていると、例えば、こ

の人に相続させたいといった人がもう死んでしまったりとか、あるいは、その間も、い

ろいろやったら今度はけんかをして、仲たがいして、この人にあげたくないとか、そう

いうことがまま起きるわけです。遺言の書き直しをして、それが、また今度別の親族か

ら、あれはおかしいのではないかという意見が来ていたりというようなことが起きるの

で、そこの部分に行政があまり関われないところもあるのではないかと。そういうとこ

ろが、私はちょっと思っていて、実際にこれをどんなふうに利用されていくのかという

点では、先ほど議論がありましたけれども、ここで出た、例えば、こんなものというこ

とに、リビングウィルの保管場所とか、エンディングノートの保管場所、遺言書がどこ

にあるかないかということも含めて、ここまではあるけど、それ以上の情報というか、

一応そういう形で、情報提供を持っていますよという程度のところまでにしているのか

なと思ったんですけど、そういうことでいいんですかね。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：はい、そのとおりでございます。遺言書の内容まで踏み込むことはありませ

んので、この場所ということです。今、委員がご懸念の、やはり１回遺言は書いたけれ

ども、その後状況の変化によってということも確かにあると思いますし、ほかのことで

も、緊急連絡先でも、何かこの登録情報に変更があった場合には、随時ご連絡をお受け

するような形を考えております。それも待っているだけではなくて、登録者の方へ、こ

ちらのほうから確認というか、その後の状況をお聞きすることをしまして、何といいま

しょう、その人の終活だけではなくて、福祉的な対応もしていきたいなと思っておりま

すので、１回登録したからおしまいということにはしないようにしたいなと考えており

ます。 

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：もしそういうふうにするとすれば、今回情報は、委託なので、一つは、社会福祉協議

会、プロポーザルで今回受託するということになったということで。既にやっていると

ころに、今度そこに、この事業を委託するということなんですけれども。そうすると、

情報を管理しますよね、それと社会福祉協議会というのは、半分区みたいな、半官半民

みたいなところはありますが、しかし、情報としては、民間ということではないですか、

それと行政の情報のやり取りみたいなのはどういうふうになっているんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：受付は、社会福祉協議会でやっていただきますので、申請書、紙ベースで出

てきますけれども、その申請書を登録すると、受け付けると。それをデータで入力して、
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電子媒体でも保管するということでございます。タイミングを見計らって、区のほうに

その情報を記憶媒体で頂くということを考えてございます。 

    頂いた記憶媒体を基に区も管理をしまして、あと、お亡くなりになった情報ですと

か、転出した情報は区のほうでありますので、そういった変更があれば、ご本人に確認

していく。また、社会福祉協議会にも情報提供する、そういったことを考えております。

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：すみません、行政がやっているんだけど、民間によく委託しまして、そうするとそこ

の間で情報をどういうふうにやり取りするかという点では、すごくちょっと難しいとき

もあると思うんですけど、そうすると、行政というけれども、一応、高齢者福祉課がそ

の情報は管理をするということでよろしいんですよね。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：おっしゃられるとおりです。高齢者福祉課で管理いたします。 

Ｂ委員：分かりました。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：それで、ついでにもうちょっと聞くんですけど、ここで登録情報の開示先、開示方法

と書いてありますけれども、警察・消防・医療機関・福祉事務所、口頭または書面で登

録情報ごとに開示先を選択可ということなんですけれども、これは表で、１ページで見

ると、何か本人が意思表示できなくなったとき、または死亡したときという、このとき

だけということでよろしいですね。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：おっしゃられるとおりでございます。ご本人が意思表示できれば、ご本人確

認していただくということでございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：一般的には意思表示できなくなったときというところで、認知症とかそういうことも

あると思うんですけども、先ほど言ったように、どこかで倒れてしまいましたみたいな

ときというときは、もう一回改めて聞くんですけど、どういう手順で、その情報が開示

されていくということになるんでしょうか。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：例えばですが、外で倒れられて、意識不明になっている状態というところで

緊急性が求められているというようなときは、携帯しているところで、社会福祉協議会

に情報が入っているということがわかれば、連絡してもらって。そこで例えば、ご本人

が開示してよいということになっていれば、今通っている医療機関ですとか、病名です

とか、どういうアレルギーを持っているですとか、そういった情報を速やかに提供し

て、ご本人の命の問題に関わってきますので、そういう対応をしていきたいというよう

に考えてございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：それで、あと、この福祉事務所・警察・消防・医療機関というのは、結構今みたいな

ときというのは分かるんですけれども、福祉事務所というのは、具体的にどういうこと
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になるんでしょうか。 

会 長：課長から。 

高齢者福祉課長：福祉事務所機能ということでございまして、例えば生活福祉課ですとか、私

ども高齢者福祉課、また子育て支援課、福祉総務課等々、区役所の中で福祉事務所機能

を有するところということでございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：それも考え方として、ここはどちらかというと緊急避難以外のときにということにな

るんでしょうかね。警察・消防・医療機関というのは、結構そういう危機のときは、多

分すぐそういうふうになると思うんですけど、この福祉事務所というのは、私も組織的

には分かりますから、さっき言った高齢者福祉課とか、障害福祉課とか、そういうとこ

ろが入るんだと思うんですけど、そこが開示請求を、生活福祉課とかが開示請求をする

というのは、変な話、同じ区であっても、勝手にはやらないんだろうと思うんですけど、

どういうことを想定しているんでしょうか。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：すみません、例えば、お亡くなりになった後に、生活保護を受けていた方が

お亡くなりになった後に、その方の情報が、ご本人のご希望が書いているというような

ところが想定されますので、まさに緊急的というより、少したった後のところで必要に

なってくる情報かなというふうに考えております。こちらにつきましても、あくまで

も、ご本人が希望なさる場合ということでございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：結構、今、私しゃべりながらもなかなか難しいんだなと。同じ豊島区といっても、高

齢者福祉課が持っている情報ですから、ほかの課が同じ区役所だから勝手に何か見た

り、そういうことはできないようになっていますよということがはっきり分かりました

ので、その辺は、ちょっと大変だけど安心というか、そういうふうにしているというこ

とが分かりました。 

    結論的には、私はちょっとなかなか実際には、こういうところを区がこういう情報を

ご本人から預かってやるということは、一つ試験的にというと変ですけど、やる方法は

あるかとは思いますが、なかなかこれが本当にどううまく活用されるかというか、ご本

人が思ったような形でなるかどうかということについて、やっぱりちょっと想像できな

い面とかがちょっとあります。反対はしないんですけど、そこのところ、先ほど学識の

方からも意見があったような形もありますので、慎重に、まずお願いしたいなと思いま

す。 

    以上です。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：１点だけ、教えてもらいたいところがあって、後見人のところの範囲なんですけど、

法定後見人に関しては、これは申請することはできるんですかね。裁判所から選任され

たという形の、そこを教えてもらいたいなと思ったんですけども。 

会 長：課長、お願いします。 
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高齢者福祉課長：裁判所から選任された後見人ができるということでございます。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：そこが少しだけ気になっていて、法定後見人が選任されるときには、多分本人は意思

能力がないという形になっているかなと思うんですけど、臓器移植とか、そういうもの

もそうなんですけど、特に、さっき言った宗教的なものに関して、公開されたくないと

いう意思がある場合も、その前の後見人に会う段階では、もう意思がないので、それを

言う、言わないという、意思はないにもかかわらず、法定後見人がそれの知識、周りか

ら聞いていて、それを何も言わずにぽんと入れるというのは、結構、法律的には本人と

同等のということなんでしょうけど、結構嫌な人もいるのかななんて思ってはいるんで

すけど。逆に、そこが僕ちょっと唯一気になったかなと思ったんですけど。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：裁判所から選任される後見人さんですので、私どもも関わっていきますの

で、信頼のおける、ご本人にとって、ご本人の後見をするということですから、そうい

う信頼に足る方が選任されているという認識ではございます。 

    あと、臓器提供の意思ですとか、遺言書の保管場所等々についてはできないという取

扱いにしてございます。 

会 長：Ｅ委員、お願いします。 

Ｅ委員：多分、東京の場合というのは、ほとんど家があったりする場合は、弁護士の先生です

よね、親族がされるということがあるんですかね。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：ほとんど弁護士の先生ですとか、司法書士の先生が多いです。中には親族の

方が選任される場合もございますが、裁判所のほうの判断がございますので、どの親族

の方が後見人にふさわしいのか、そういった判断があるという認識でございます。圧倒

的に弁護士の先生、そして司法書士の先生が多いという実態でございます。 

会 長：Ｅ委員、お願いします。 

Ｅ委員：そこが結構問題かなと思っていて、逆に、親族だったら裁判所のほうが親族関係をチ

ェックしているから、この人は問題ないというから、多分登録するのは問題ないという

話で、僕が問題にしているのが、会ったことがない弁護士の先生、司法書士の先生が、

人間的には問題ないかとは思うんですけど、会ったことのない人が聞いていて、その宗

教上のものを言っていいのかというところはポイントなんです。逆なんですよね、僕が

気になっていたのは。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：先ほど、宗教的なこともご指摘いただきましたので、そういった対応、例え

ば、ここのお墓の所在地、後見人も丸になっていますけれども、この部分、取扱いを、

例えばエンディングノートのほうに変えるとか、書いていなければ、それでないという

ことですから、そのような形に変えていきたいなと思っております。 

   いずれにしましても、ご本人の希望をかなえられるように、また誤解を招かないよう

に、慎重に対応させていただきたいと思っております。ありがとうございます。 
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会 長：Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：すみません、弁護士として後見人をやっている経験から、ちょっと言いますと、多分

後見人としても、もう選任されているのに、新たに何か照会可能な情報を登録しないと

いけないという必要性がなかなか生じないと思うんですね。元後見人として、亡くなっ

たときには、例えば、遠縁の相続人の方にきちんと本人が契約していたお墓はここで、

本人はこういう希望を持っていましたということを伝えると思います。 

    それと成年後見人が選任されたからといって、本人の意思があらゆる場面で表明で

きないわけではほとんどなくて、民法でも、ノーマライゼーションの理念で、なるべく

本人の意思を尊重して、本人の意思決定や意思表明を支援するという形で、ふだんから

業務はしているので、本人の意思が全然分からないところで、それを特に大事な情報な

ので、他に伝えてしまうということは、あまりないと思います。必要性が生じて、そう

いう普通ではないことをやるときは、裁判所にも相談したりするんですけど、常に本人

の最善の利益を図るために、どういう方法が適当かということでやるので。 

    多分、既に後見人が選任されていて、新たに登録するという場面が、あまり実はない

のではないかなという気がします。かえって、成年後見人を選任されたときに、ご本人

に近しい親族がなくて、こういうことでご本人が何を考えていたか分からないとき、登

録してあって、それが公的な、かなりお金を取る民間とかがあったりするので、最近そ

ういうところがあり、心配なところがあるんですけど、こういう社会福祉協議会とか、

区のほうからきちんと照会可能というふうになっていると、かなり本人の意思に沿った

業務がしやすいのではないかなとは思います。 

    すみません、以上です。 

会 長：Ｆ委員、どうぞ。 

Ｆ委員：すみません、登録者自身からの登録内容確認、変更、廃止は随時可能なんですけれど

も、そのことで２点お伺いしたいことがありまして、登録者自身の本人確認はどうする

のか、どういう手段、例えば電話とか、メールとか、面前でとか、そういう取扱いはど

うなるのかということ、１点。 

    それから、ご本人が倒れられて、後見人、あるいはご親族が登録しましたと。その後、

ご本人は回復されましたといったケースは想定されておりますか。どうなりますでしょ

うか。 

    以上です。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：変更の手続につきましては、基本的には、窓口に来ていただいて、本人確認

を身分証明書でした後に、手続に入るというように考えてございます。 

    ２点目のご質問なんですけれども、例えば、先ほど例で申し上げましたけど、倒れら

れて、そのとき、一時的に意識がなくなって、医療情報とかを提供しました。回復され

ました。回復されれば、意識がある状態ですから、その方と区でもやり取りしますので、

こういった情報を提供しましたというところは、お話をしたいと思いますが。あとは、

意思がしっかりしていれば、もうそこは、それ以上の情報は提供しないというふうに考
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えております。意識のない状態が継続した場合は、やはりこの目的に沿った部分ですの

で、対応していくということで。 

Ｆ委員：すみません、ちょっと質問の意図が伝わっていなかったみたいで申し訳ないです。 

    倒れられてから、意思能力がないということで、親族がこの方のご本人のご意思はこ

うこうこうでということを社会福祉協議会で登録されました。その後、ご本人が回復さ

れました。そういった場合には、登録者とご本人が違うわけですけれども、この後どう

なりますかということのお尋ねでした。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：親族の方が、ご本人の代わりに登録されたというケースになりますので、あ

くまでも登録者はそのご本人の方、ご親族ではなくて、ご本人の方ということになると

思うんですね。回復されれば、ご本人の方に確認をいたしますので、あくまでもご本人

の登録情報ということでございます。すみません、失礼いたしました。 

会 長：Ｇ委員、どうぞ。 

Ｇ委員：やはりいろいろな問題が出てくると、政策的なところに内容を掘り下げていかないと

判断できない部分があって、この委員会では、是か非かという結論だけなので、現時点

でもって、いろんな問題点、指摘はできるんですけれども、結局は是か非かという結論

になってしまいますので、疑問のある部分について、ここで質問をしながら、納得する

かしないかということになってしまうと思うんですけれども。いわゆる情報公開を本人

は、必要があればこの内容はオーケーですよと。ところが請求者は公共機関、公共機関

はいろいろそれぞれ自分の専門分野の情報を持っていますよね。だからあえてここに聞

かなくても、最低限持っているものもあるし、どうしても正確な内容をここで保管され

ておれば尋ねるということも、利便性があるかもしれないけれども、基本的には、情報

機関が独自の業務範囲内において持っている情報は必ずあると思うんですよね。だから

あえて、それの確認であれば、非常に限定した中でできるような気がするんですよね。

    先ほど来、質問をされている中には、やっぱり親族とか、後見関係の部分やなんかで

すと、これいろんなサイドからの利害関係が絡んでくれば、この情報が私本人も正しい

かどうかというのは記載できない内容もありますよね。例えば、メールアドレスなんて

いうのは、現代的な課題ですけど、いろいろ変える可能性もあるし、パスワードやなん

かも絡んでくるし、また障害の程度も、これ年金とか、そういう影響をしていれば、必

ず関係機関の情報を持っていますよね。臓器提供なんかでも、保険関係や何かでも把握

できている話だし、あと、やっぱりエンディングノートとか、通院先、アレルギー情報

とか、こういうのは本人そのものが果たして判断して、正確に記載させるかとどうかと

いうのは、我々自身も自信がないですよね。 

    そういったことを考えると情報の中で、相当個人に踏み込んだ内容と行政機関では

っきりと判断できるようなものも相当ありますので、行政が踏み込んでやる内容につい

ては、本人も分からないような情報を提供しても、それが果たして有益なのかどうかと

いうような部分もあります。私はそういったところ、非常にちょっと心配な面がありま

すので。非常に行政が踏み込んだ形で、高齢者に対するエンディングに対する対応とい
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うことで、非常にいい政策だとは思うんですけれども。 

    ただ、やっぱりそういう部分では、非常に、ちょっと私としても、逆に行政が当事者

間で苦労するような場面が出てくるんではないかというような気がしまして、相当正確

な情報に基づいて、確実に回答できるものに情報を絞ってやれないものかなというふう

な感じがするものですから、一概に是か非かというような、ちょっと回答はできないな

というふうな感じがあるんです。 

会 長：課長、どうぞ。 

高齢者福祉課長：ありがとうございます。先ほど申し上げましたけど、やはり高齢者の方が身

寄りが少ない、または身寄りがいない、老後どうするんだろう、心配だというところで、

まず、相談につながってほしいなと思っているんですね。現在の生活の不安でも、こち

らに来ても窓口つないで対応させていただきたいと思いますし、やはり漠となる不安

を、ではどうしようかというのも、これこの間できたばっかりなんですが、エンディン

グノートなんですが、「終活あんしんノート」とありまして、これを一緒に、相談をお

受けしながら、ご本人の確認をしていくということで、ご本人に書いてくださいだけで

はなくて、寄り添った相談を対応していきたいなと思っております。終活だけではなく

て、現在の生活の心配があれば、高齢者総合相談センターにつないでいくということ

で、寄り添った中で、ご本人の希望を尊重できるようなそういった制度をつくりたいと

いうところでの登録事業でございます。 

    まだ、こちらも終活あんしんセンターも２月１５日からの取組で、具体的な支援策

が、相談をお受けして情報を提供するということは随時やっているんですけれども、そ

こから一歩踏み込んだところがないものですから、相談をお受けしながら、そのニーズ

を聞いて、それで支援策をつくっていきたいなと。 

    このあんしんノートにつきましても、今まで社会福祉協議会のほうでエンディング

ノートはあったんですが、より内容を充実させて、弁護士の先生、また医師会の先生に

も監修いただいた、そんな内容になっておりますので、こういったものをやり取りしな

がら、ご理解していただきながら、その次の支援につなげていきたいと。そのうちの一

つが、この登録事業ということで。あくまでもご本人が私はいいよということであれ

ば、これは利用しない。ご本人の希望でやはり亡くなったときに、この人には知らせて

ほしいなというご希望があれば、それをかなえるということも必要なのではないかとい

うふうに考えてございます。 

    先ほど委員もおっしゃられていましたけれども、やはり民間のこういったものを扱

うところが、信頼できる会社も多くあると思うんですが、ちょっとなかなか対応しない

というようなところもよく聞こえてくるということもありますので、私どもも、まだ、

この取組を始めたばかりですけれども、区民の方のニーズを捉えながら、また、いろい

ろこの終活に関すること、また他の自治体の動きも横にらみしながら充実したものにし

ていきたいというように考えてございます。 

    様々ご心配のご指摘を頂戴しておりますので、そうした部分には、慎重に対応させて

いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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会 長：ほかにご意見、ご質問がおありでしたら。 

    Ｃ委員、お願いいたします。 

Ｃ委員：ちょっと時間もかなり押していますので、すみません、ちょっとですけど。 

    先ほど、誰が申請するかということで、いろいろ委員のほうからも疑問が呈されてい

たところなんですけど、登録申請者のほうにも同じ問題がありまして、つまり、例えば

相続とか、相続順位が高いにもかかわらず、この人は個人的にあれだからということ

で、相続順位が下位の者を登録申請者にしておくということになると、本来の相続者に

対して、伝わるべき情報が伝わらないといったこともあるので。だからこれ、今のとこ

ろ、いただいたこの内容だと登録申請者というのは本人が自由に選べるというふうにな

っているんですけれど、これ何らかの順位づけをしないと、ちょっとまずいのではない

かというふうに思います。これが１点目です。 

    ２点目が、申請者のほうの問題なんですけど、今度は、とてもちょこちょこ出ていま

したけど、後見人とか、あるいは親族も申請可能とあるわけなんですけれど、後見人と

か親族はこういった情報をお持ちであるということは、本人が亡くなっても持っている

わけだから、特に、登録する意味はあるのかというのが、そもそも疑問としてあるんで

すね。わざわざ後見人とか、本人ではなくて、後見人とか親族に対しても申請できるも

のとした理由をお聞かせいただきたいというのが２点目です。 

    ３点目は、いただいたこれだと、本人が死亡、もしくは意思表示できなくなった段階

で、直ちに登録者のほうに情報が行くのか、それとも、登録申請者のほうから照会があ

って初めて照会されるのか、これどっちなのかちょっと分からないので、どちらなのか

というのを示していただきたいというのが３点目で。 

    ４点目が、最後になるんですけど、これ警察とか消防に対しても開示するとなってい

るわけですけど、ここに書いてある情報というのは、結局、後始末といってはあれです

けど、要は、死後のこういったいろいろな相続関係とか、そういったことを処理しなけ

ればいけない人が頂くべき情報なのであって、消防とか、警察に対して、こういった情

報を一括して渡してしまっていいのかという、結局、彼らはやらないわけですから、だ

から警察とか消防に対して渡す情報については、これは限定したほうがいいのではない

かと、こういった情報、かなりセンシティブな情報も入っていますので、パッケージン

グで渡すのは、ちょっとこれは個人情報保護の観点から問題があるのではないかと思い

ます。 

    以上です。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：ありがとうございます。１点目のご質問ですけれども、親族の優先順位等々

のご指摘いただきました。その辺は十分に検討していきたいなと思っております。 

    ２点目の後見人が登録する必要があるのかというようなところでございますけれど

も、こちらについては、基本はご本人かなと思っております。当然、後見人の方であれ

ば、必要な情報は知っているというところですので、そちらについては、基本的には、

ご本人の意思というところでございます。後見人の方については、いろいろ考えたんで
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すけれども、例えば、倒れたときに、後見人の方にすぐ連絡がつくのかどうか分からな

いといったようなところもあって、念のために近いんですけれども入れておるというと

ころでございます。例えば医療機関の情報とかですね。後見人の方にすぐ連絡がつけば

いいんですけれども、そうではない場合にご本人がカードを携帯していれば、そこの連

絡で対応できるというところでございます。 

    あと、３点目につきましては、基本的には照会があってから答えるということで、今

考えておりますのは、パッケージで全部ということよりも緊急連絡先を開示していいの

かどうか。通院先を開示していいのかどうかということで、個々に開示先を警察とか分

けて、個別具体的にやっておりますので、全てその情報を警察に渡す、消防に渡すとい

うことは考えてございません。 

    以上でございます。 

Ｃ委員：ありがとうございました。大体解決したんですけど、やっぱり１点、後見人が登録す

るということは、それで、ますます分からなくなったので、つまり亡くなったときに、

登録者のほうから通知が行くというのではなくて、あくまでもその場合だと、亡くなっ

た場合であっても、登録申請者のほうが照会しなければということなんですね。そうで

あるなら、ますますもって、後見人とか親族に対して、登録対象にしているということ

が分からなくなったんですけど、かえってトラブルのもとになるのではないかなと思う

んですが。果たして、これらの人に対して、登録を認める意義は何なんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：繰り返しになってしまうんですが、ご本人が倒れられたときに、後見人の方

に連絡がつくかどうか分からない。そういったところで、緊急的な対応のところの選択

肢を増やしてあるというようなところでございます。 

    先ほどの照会の関係ですけど、照会があったら答えるということと併せて、１か月に

１回、転出、死亡の確認を取りますので、そこを取った後に、ある一定の期間がたった

場合に、照会がない方は、こういった希望があれば情報開示できますよというご案内

は、こちらからさせていただくということでございます。 

    すみません、以上でございます。 

会 長：Ｈ委員、お願いいたします。 

Ｈ委員：時間も押していて申し訳ないんですけど、エンディングノートというのは、書いた本

人よりも、それを受け取った本人がどう執行するかということが大切だと思うんです

ね。書いた本人は書いたことで満足するかも分かりませんけども、では、それを執行す

るまで、区のほうが責任を持てるのかということが一つなんですね。 

    エンディングノートというのは、二つ要素があって、一つはエビデンスで解決ができ

るもの。いわゆる今までの事例があるものですね。もう一つはエピソード、個人のそれ

はさっきの宗教だとか、様々なことがあると思うんです。エピソードがあって、そのエ

ピソードに関して、受けた人がノーという場合もあるわけですよ。そのことに関して、

そのエピソードは、こういうふうに成り立って、この方はこのエピソードを書いたんで

すよ、そのお気持ちを受け取ってあげてくださいねというところまで、区のほうは面倒
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を見てくれるのか。 

    それとも、そこで問題が起きたとき、先ほどＣ委員からお話もありましたけれども、

かえってトラブルを増す原因にもなり得るのは、エンディングノートなんですよ。エン

ディングノートは、エピソードと、要するにエビデンスで解決できるものの二つの要素

が入っているということですね。 

    したがって、その項目は、エビデンスで解決できるものなのか、それとも、これはエ

ピソードで、ナラティブでもいいですよね、どっちの言い方でも。いわゆるその人自身

の物語であったり、個人の感情であったりで書いてあるものが両方入っているわけです

よ。 

    だから、できるならば、そういった例えば、宗教上の問題だとか、そのほか細かな個

人的なものに関しては考えなくてはいけないし、そのことに質問があった場合、区のほ

うは責任が持てるのか。エンディングノートというのは、別に法的な問題は何もないわ

けですよね。何も守られていないわけですよ。法的に守られていない部分を区のほうが

守ってくれるのか。そこまでの要するに思いがあって、お話を聞いてくださるのかとい

うことが大事だと思うんです。 

    ですから、もうちょっとこの事業に関しては、独り者であったり、私も高齢者ですの

で、お話を聞いていただけるような人がいらっしゃるということは本当にありがたいと

思うんですけれども、もうちょっと慎重に検討していただかないと、逆にトラブルのも

となのかなと。言いっ放しで逝った後、逆に墓場の中で、そうではないよと思うかも分

からないし、その辺のところ、ちょっとご検討いただければなと思います。この企画そ

のものはとてもいいと思うし、ありがたいと思うし、こういう区であって、私はうれし

いなと思っております。 

    以上です。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：いろいろとご指摘をいただいてありがとうございます。確かにエンディング

ノートですね、ご本人の思いとか、いろいろなものが詰まったものということです。こ

れを書いていただきながらご自身の希望ですとか、これまでの人生を振り返っていただ

いて、では今後、これからどうしようと、より豊かな生活を目指そうというきっかけに

もしてほしいなと思っております。 

    このエンディングノートを書いたものを、区のほうは保管場所だけ登録ができるよ

うにしていますので、誰にも見せたくないという方もいらっしゃると思いますし、そう

した方は登録しないという選択肢もあるのかなと思っております。この思いを誰かに渡

したいんだ。確かに受け取ったほうは、えっと思うかもしれませんが、ご本人がそうい

う思い、思いが書いてあるノートをという、そういったところは、保管場所だけですの

で、区は相談を受けながら対話しますけれども、中身はご本人のものですから、ご本人

のどこどこの場所にありますよということをお伝えする。登録すればということなんで

すが、そういった形で考えております。 

    当然、中身については、いろいろな思いであったり、こうしてほしい、ああしてほし
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いというのは出てくるかもしれませんが、これはあくまでも遺言と同じように、中身に

対しては、相談をお受けすることはできますけれども、ご本人が書くということは、ご

本人のご意思ですので、そこはそのところというところでございます。ご本人が亡くな

った後、区のほうにご本人に対して、私どももケースワークしていますので、その後の

ご相談があれば、こちらのほうで対応していますので、もう知らないということではご

ざいませんので、そこはご安心いただきたいというふうに考えてございます。 

    軽々にここに立ち入るということはできないんですけれども、そのように考えてい

るところでございます。ご指摘はごもっともだと思っておりますので、より相談事業に

ついてもしっかりと対応していきたいなと思っております。ありがとうございます。 

Ｇ委員：あと１点だけ、お願いします。 

会 長：Ｇ委員からお願いします。 

Ｇ委員：これ個人の取り扱う個人情報の範囲等ということで、一応、項目的にアからテまであ

るんですけれども、これ具体的に記載するときに、区の職員の方と立会いの下にやると

か、あるいは書面を事前に本人が持っていて、これを記載して提出するのか、具体的な

記載方法ですね、これだけちょっとどういう場所で行うのかというのは。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：現在、申請書については、作成途上でございます。その申請書を窓口に来て

いただいて、ご記入いただく。もしくは考える必要があれば、一応持ち帰っていただい

て、また窓口で提出していただく、そのように考えております。 

    今日いただいたご意見も踏まえながら、この申請書を誤解のないようにつくり上げ

ていきたいというように考えてございます。 

会 長：いろいろなご意見も出たようなんですけども、課長のほうでは、今日、これ是非を決

しなくてはいけないのでしょうか。次回、２月３日を審議会としては予定していますけ

れども。今日決める緊急性はありますでしょうかと思いまして。 

    どうぞ。 

高齢者福祉課長：今日必ず決めなくてはいけないということではありませんので、皆様のご理

解をいただけるように、再度２月に、もう一度ご審議いただければというように考えて

ございます。 

会 長：では、そういうことで、今日は持ち越しということでよろしいですかね。 

    では、次回以降で再度提出予定ということで理解させていただきます。 

    では、次の諮問に移らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、次の資料６、諮問第３０号について、子ども家庭部子育て支援課長

よりご説明申し上げます。 

子育て支援課長：よろしくお願いいたします。資料６をご覧ください。 

会 長：着席して、結構ですので。 

子育て支援課長：はい。失礼いたします。令和３年度子育て世帯臨時特別支援事業に関する事

務委託に関するものでございます。 

    本事業は、令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業に係る業務を委託するものと
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なっております。 

    内容でございます。こちら①から⑥番の業務でございまして、主に申請書の作成、印

刷、印字、封入・封緘、発送業務と、申請書の受領、支給データ作成、支給決定通知作

成、印刷、印字、封入・封緘、発送業務、返戻書類処理、再発送業務、コールセンター

の設置・運営業務と、窓口業務となっております。 

    該当者につきましては、ゼロ歳から１８歳未満の児童及び児童の保護者となってお

ります。 

    委託理由でございます。本業務の遂行に当たりましては、短期間で集中的な対応が求

められております。業務を一体的に管理し、各種の業務を相互に関連づけながら円滑に

実施する必要がございます。 

    また、それぞれの業務のピークが推移する中で、人員配置についても合理的な運用を

図る必要がございます。このため、専門的なノウハウを持つ事業者を活用しまして、一

連の業務を一括委託することで、より効率的・効果的な事業執行を行うものとなってお

ります。 

    効果でございます。専門性を活かした事務処理や業務の繁閑に応じた人員配置など

が可能となることで、窓口や電話などにおける区民への適切な対応、正確かつ迅速な事

業実施が図られると考えております。 

    ３番でございます。一括承認基準の該当の有無につきましては、類型も該当もござい

ません。 

    ４番、過去の類似案件でございます。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その

他世帯分）事業の委託に係る措置（令和３年答申第９号）です。あと、特別定額給付金

事業の委託に係る措置（令和２年答申第８号）です。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨

時特例給付金支給業務の委託に係る措置（２５年答申第１６号）となっております。 

    ５番、諮問理由でございます。本業務は新規事業でございまして、一括承認基準にも

該当しないためでございます。 

    ６番、取り扱う個人情報につきましては、別表をご覧ください。 

    こちらの児童手当、児童育成手当及び児童扶養手当の情報を利用しまして、支給対象

者に対して通知及び給付金の支給を行うためとなっております。住民記録情報及び税情

報を利用しまして、申請が必要な者に対して通知、審査及び給付金の支給を行うためと

なっております。あと、問合せ対応のために使わせていただくものとなっております。

    お戻りいただきまして、７番、情報の保護でございます。別表７「情報の保護」の項

目のとおりとなっております。別表の裏面、７番にございます。 

    こちらは、取り扱う特定個人情報の範囲などにつきましては、取り扱う個人情報を前

記６のとおり限定しております。 

    再委託の制限につきましては、業務処理上必要となる可能性がありますので、再委託

の「禁止」を「制限」に変更しております。 

    第７条複写又は複製の制限につきましては、業務処理上必要となる可能性があるた

め、ただし書きを追記し、「禁止」を「制限」とさせていただいております。 



審 議 経 過
№32 

    第８条持ち出しの制限につきましては、業務処理上必要となる可能性がございます

ため、ただし書きを追記し、「禁止」を「制限」とさせていただいております。 

    第１７条セキュリティ対策の整備義務につきましては、受託業務の電算処理をする

ために、特別条項を加えておりまして、セキュリティ対策の管理義務を強化してござい

ます。 

    お戻りいただきまして、８番、審議する対象範囲でございます。別紙２をつけてござ

います。 

    「令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業」の流れのうち、次の範囲でございます。

    （１）対象者の特定、申請書などの印刷、封入封緘及び発送業務における個人情報の

取り扱い。 

    （２）コールセンター業務における必要に応じた個人情報の参照や区民から収集した

個人情報の取り扱い。 

    （３）受付業務における個人情報の内容確認や必要に応じて区民から収集した個人情

報の取り扱い。 

    （４）データ入力、各種通知に係る業務における個人情報の取り扱いとなっておりま

す。 

    ９番、委託先でございます。プライバシーマークを取得している事業者より選定し、

特命随意契約する予定となっております。 

    １０番、契約締結予定日、本審議会承認後、速やかに締結させていただきたいと考え

ております。 

    参考資料としまして、今回の給付金の通知をつけさせていただいております。こちら

は、内閣府からの通知となっておりまして、令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業

の実施についてというものでございまして、このコロナ禍において、子育て世帯に対し

て支給される給付金についての説明となっております。 

    こちらは、児童手当を受けられている世帯のうち、一定の所得制限を設けられており

まして、所得制限以内の家庭につきまして、給付されるものとなっております。あと、

１６歳から１８歳までのお子さんにつきましては、申請制におきまして、一定の所得制

限内のご家庭につきまして、お子さん１人当たり一括で１０万円支給する予定となって

おります。 

    続きまして、報告事項についてもご説明させていただきます。 

    報告事項の２番をご覧ください。 

    こちらは、今回の「令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業」に係る通知書の発送

がございまして、先ほど資料としてつけさせていただきました通知が、令和３年１１月

２６日に届いておりまして、その後、年内速やかに給付をするという通知でございまし

たので、先に一括承認基準に当たるということで、印刷と封入につきまして委託させて

いただきましたものについて、ご報告させていただきます。 

    「令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業」におけます子育て世帯への臨時特別給

付、今回、先行給付金と書かせていただいているんですけれども、急遽令和３年１２月
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１５日に内閣府から通知がございまして、自治体の判断で一括１０万円で給付すること

ができるようになっておりますが、当初、５万円を先行給付するようにという口の通知

がございまして、その準備のために封入作業を委託したものになっております。 

    内容です。給付金の支給に係る通知及び事業に関するチラシなどの印刷と、抜けてお

りまして、大変申し訳ありません、封入までを委託しております。 

    ２番、対象者でございます。児童手当、児童育成手当、児童扶養手当の受給者のうち、

先行給付金の支給要件を満たす者、約１２,０００件となっています。 

    理由と効果につきましては、令和３年１２月中に支給を実施するために事前に通知

を送付する必要がございまして、短期間で大量の通知を印刷し、送付するためでござい

ます。 

    取り扱う個人情報でございますが、区が収集して事業者に提供するものは、氏名、住

所、宛名コードとなっております。事業者が収集するものはありません。取り扱う理由

につきましては、通知を送付するために必要な情報であるためでございます。 

    ４番、収集禁止事項の有無につきましてはございません。 

    守るべき事項の該当性につきましては、１番、個人情報保護の管理責任体制につきま

しては、プライバシーマーク使用許諾事業者に選定しております。 

    項番で区の施設外で電算処理を行う委託についてはございません。区の施設外へ電

磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット通信回線などに送

信その他の方法で提供して電算処理を行う委託につきましては、下にあります電子計算

組織による個人情報のセキュリティ対策、個人情報の保管場所の管理体制、取り扱う個

人情報の管理につきまして、受託者が守るべき事項として挙げさせていただいておりま

す。 

    ３番、業務の再委託でございますが、再委託はしておりません。 

    ６番、審議会の事前一括承認基準の該当性につきましては、業務委託に関する審議会

事前一括承認基準（平成１２年１２月２２日答申第１号）になっておりまして、類型は

５に該当しております。 

    ７番、委託先は、光ビジネスフォーム株式会社で、委託の時期につきましては、令和

３年１２月８日から令和３年１２月１３日に委託しまして、通知につきましては、１４

日に発送させていただいております。 

    以上になります。よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問はおありでしょうか。 

    Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：臨時特別支援事業のことなんですけど、先ほど説明がありましたように、既に児童手

当をもらっている世帯には既に通知を送られて、これは何かプッシュ型ということで、

さっき説明があったように１０万円、はっきり言えば、この間、区議会でも補正予算を

やりましたので、一括で１０万円で１２月２７日にも振り込むというふうになってい

て。今回の部分というのは、それに関連するいろんなこともあると思うんですが、やっ

ぱり問題は、それ以外の申請が必要な人の部分だと思うんですけど、それからコールセ
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ンターもやられるということなので、様々な問合せが来るというふうに思います。 

    実際、私が一番心配をするのは、もらえる人ともらえない人がいる部分がありますの

で、その対応ですね。コールセンターが全部対応するのか、それから、最終的には、行

政の判断みたいなところもあると思うんですけど、その辺のところの仕分けはどういう

ふうになっているか、お願いします。 

会 長：課長、どうぞ。 

子育て支援課長：そちらにつきましては、データの抽出は豊島区のほうでさせていただいてお

りまして、申請が必要な方というのが、１６歳から１８歳までのお子さんと、あと、公

務員世帯になります。公務員の方たちは、所属している自治体で児童手当を受けられて

いますので、お住まいになっている住所地に児童手当のデータがないんですね。なの

で、申請をいただかないと、振込先は、区は把握していないということになっておりま

して、そういった方たちが、今回業務委託に係る方たち、対応していただく対象者とな

ります。 

    そういった方たちに対して、お知らせを送付する抽出については、豊島区のほうでさ

せていただき、封入・封緘して、発送までをやっていただきます。対象世帯は、区のほ

うで抽出しておりますので、基本的に届いた家庭から申請していただくというふうにな

っております。 

    ただ、届かない方々も、うちが対象者ではないかと思われる方につきましては、コー

ルセンターのほうにお電話いただきまして、確認させていただいて、必要に応じて申請

していただきます。今回、所得制限が設けられていますので、そこの一時的な判断は、

委託事業者がやるんですけれども、最終的な審査は区のほうが行いまして、最終的に決

定通知を送付させていただきます。決定通知が届いた方には、現金一括で１０万円、お

子さん１人当たり１０万円が振り込まれるというふうになっております。 

    委託業務につきましては、その申請に関わる部分になっておりまして、あと、第一次

的な審査ですね、児童手当を受けて、二重に払っていないかということとか、あと、所

得に関わることとかを一義的に判断していただいたものを最終的に区が二重チェック

といいますか、チェックをした上で通知を再度、決定通知を送らせていただくというふ

うに、手続になっております。 

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：そういう意味で、ここには、実は申請者と配偶者の所得情報というのが４ページには

ございまして、児童手当のときにも問題になっていましたが、所得制限のところで、所

得が多い人のほうを制限にのせていくと。世帯主が必ずしも受領者というか、申請者で

はないというか、世帯主が場合によって、年収３００万、４００万であっても、配偶者

のほうが１，０００万をもらっていれば、これは対象ではないと。でも、今回の通知は

世帯主に送られるので、その辺の審査が事実上、その数字は全部データとして、その事

業者に渡して、ある程度チェックをするという段取りになりますよね。そこら辺の数字

だから、一義的に判断するけど、最終的な決定は行政のほうがやるという関係にはちゃ

んとなっているということですね。 
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会 長：課長、どうぞ。 

子育て支援課長：そのとおりでございます。最終的な給付の決定は区がいたします。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：ということもあって、両方の所得情報もお渡しするという形になります。そこは分か

ったんですけど、作業の場所とか、そういうことについても伺ってもよろしいでしょう

か。 

会 長：課長、どうぞお願いします。 

子育て支援課長：作業場所については、庁舎内に確保しているんですけれども、発送業務のと

ころでは、もしかすると作業場所が足りないということもありますので、別のところで

作業をする可能性はあると思っております。そういった場合に、再委託をする場合があ

るということで、今回、条件のところで一部緩和するような条件にさせていただいてお

ります。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：では、それが再委託の内容。それから、ここの委託先のところに、特命随意契約とあ

りますけど、これはどういう意味でしょうか。 

会 長：課長、どうぞ。 

子育て支援課長：こちらは、既に、児童手当の給付をやっております事業を委託を導入してお

りまして、その児童手当の現況届の委託を受けている事業者に、同じスキームで対応す

るものですから、委託したいというふうに考えております。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：分かりました。基本的に情報の持ち出しはほとんどない。先ほど、ちょっと場合によ

って、封入の作業は外に持ち出す可能性があるという話はありましたけど、印刷とか、

そういうのはどこでやる、それは持ち出さなくても大丈夫ということですかね。 

会 長：どうぞ。 

子育て支援課長：基本的には庁舎内で実行していただくことになっております。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：基本的にデータのやり取りも庁舎の中でやるということで、情報の漏れということが

少ないやり方でやっていただきたいというふうに思います。 

    以上です。 

会 長：ほかにご意見、ご質問はおありでしょうか。 

    ないようでしたら、是非を確認させていただきたいと思います。 

    本件について、是とされる方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。 

子育て支援課長：ありがとうございました。 

会 長：では、次の諮問に移らせていただきます。 

区民相談課長：それでは、次の資料７から１０、諮問第３１号、３２号、３３号、３４号につ

いて、保健福祉部自立促進担当課長よりご説明申し上げます。 
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自立促進担当課長：それでは、自立促進担当課長でございます。これより資料の説明をさせて

いただきます。 

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金概要をご覧ください。 

    施策の目的でございます。令和３年１１月１９日の閣議決定を経まして、全国一律の

事業となってございます。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困

難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯

等に対して、１世帯当たり１０万円の現金を給付するものでございます。 

    事業の実施主体及び経費負担は記載のとおりでございます。 

    事業概要でございます。対象者区分が二つございます。１点目、基準日（令和３年１

２月１０日）において世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯。２

点目、①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と

同様の事情にあると認められる世帯でございます。 

    給付額でございます。１世帯当たり１０万円となってございます。 

    給付の時期でございます。準備が整い次第、できるだけ早期に給付をしてまいりま

す。 

    申請の方法でございます。申請は郵送を原則といたしますが、それが難しいという場

合には窓口にて申請の受付を行います。 

    その他、入所施設に住民票を移していない措置入所者は、措置市町村から入所施設を

通じて、支給案内を送付をいたしまして、措置市町村から登録口座に支給をいたしま

す。 

    申請者が、成年被後見人である場合には、送付先が変更となっている成年後見人等に

支給の案内を送付いたします。 

    視覚障害者は、点字封筒にて、支給の案内を送付いたします。 

    申請書の送付日でございます。準備が整い次第、できるだけ早期に送付をしてまいり

ます。 

    裏面をご覧ください。こちら、業務フローとなってございます。 

    対象者を抽出し通知をいたしますプッシュ型においては、令和３年１２月１０日の

住民登録に基づき、対象者を抽出いたします。令和３年度の非課税者データと住基デー

タを突合いたしまして、対象者の選定をいたします。その後、特別定額給付金の口座情

報と突き合わせをいたしまして、確認書を作成し、発送いたします。 

    プッシュ型対象者のうち、口座のある方につきましては、原則郵送にて。プッシュ型

対象者のうち、口座がない方につきましては、窓口にて。また、家計急変世帯につきま

しては、郵送及び窓口にて申請をお受けいたします。 

    書類の審査を行いまして、支給の決定、振込手続となってございます。 

    支給が決定した方につきましては、支給決定通知書を発送いたしまして、指定の口座

に入金、または口座を持たない方や、借金等により口座を差し押さえられているといっ

たように、やむを得ない事情を持っている方に対しましては、現金にて給付をいたしま

す。 
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    それでは、Ａ３の事務の流れをご覧ください。 

    まず、データ関連になります。豊島区のところでございます。住基システムデータよ

り１２月１０日時点のデータを抽出いたしまして、区のほうで使います管理システムに

おいて、データの取り込みを行ってまいります。次に、非課税データシステムより、令

和３年度非課税者データを抽出いたしまして、住基データとの突合を行います。その

後、定額給付金の口座データを抽出いたしまして、対象者データと突き合わせを行い、

データの完成となります。 

    次に、発送でございます。管理システムのデータを活用いたしまして、申請書等の印

刷、封入・封緘作業を行ってまいります。 

    次に、区民対応でございます。コールセンター業務でございます。こちらにおきまし

ては、必要に応じて個人情報を参照いたしまして、随時問合せに対応してまいります。

    次に３番、受付業務でございます。プッシュ型の確認書、または家計急変世帯の申請

書を受け付けた際に、個人情報等を取り扱ってまいります。 

    次に４番目、支給決定、支給決定等のデータの入力。各種通知発送等における個人情

報の取扱いを行ってまいります。 

    事務の流れについては以上となってございます。 

    続きまして、資料の７をご覧ください。 

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システム（仮称）による個人情

報の電算処理でございます。 

    内容でございます。臨時特別給付金事業に係る事務を処理するため、管理システムを

構築し、電算処理を行うものでございます。 

    対象者等でございます。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金受給対象者、約

５万世帯を見込んでございます。 

    理由でございます。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の給付対象者

の管理、口座情報、支給決定情報等の情報を電算処理し、円滑に業務を遂行するためで

ございます。 

    一括承認基準の該当はございません。 

    過去の類似案件は、記載のとおりとなってございます。 

    諮問の理由でございます。本件は新規事業であり、一括承認基準に該当しないため、

挙げさせていただいてございます。 

    取り扱う個人情報でございます。１枚おめくりください。 

    基本情報データとしまして、世帯主データ、世帯員データ、申請情報、通知返戻情報、

決定情報、支給情報、以下各種項目となってございます。 

    表に戻りまして、電算処理する時期及び期間でございます。本審議会終了後とするも

のでございます。 

    続きまして、資料の８をご用意ください。 

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システム（仮称）の保守業務の

委託に係る措置でございます。 
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    本事業は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業に係る業務を管理する

ためのシステムの保守業務委託でございます。 

    内容でございます。システム稼働後の使用方法等に関するヘルプ、システム障害対

応、不具合修正等に対応するための運用保守を実施するものでございます。 

    該当者等でございます。こちらは、記載のとおりとなってございます。 

    委託理由でございます。システム保守は専門的な知識及び技術が求められ、システム

に精通した事業者でなければ対応ができません。そのため、委託をするものでございま

す。 

    効果でございます。専門業者へ委託することにより、使用方法の適切な助言、システ

ム障害等の迅速な原因究明と復旧作業、修正が可能となるものでございます。 

    一括承認基準の該当はございません。 

    過去の類似案件は、記載のとおりでございます。 

    諮問の理由は、本件は新規事業であり、一括承認基準に該当しないためでございま

す。 

    取り扱う個人情報でございます。別表をご覧ください。 

    区が収集して事業者へ提供するものとしまして、基本情報データ、世帯主データ、世

帯員データとなってございます。 

    戻りまして、審議する対象範囲でございます。区から委託事業者へのシステム障害・

不具合の復旧依頼による個人情報の提供、委託事業者から区への障害・回復確認作業、

問合せ対応による個人情報の参照でございます。 

    委託先でございます。本審議会終了後、プライバシーマーク取得事業者により選定

し、特命随意契約をするものでございます。 

    契約締結の予定日でございます。本審議会終了後とするものでございます。 

    続きまして、資料の９をご用意ください。 

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の委託に係る措置でございます。 

    本事業は、臨時特別給付金事業に係る業務委託でございます。 

    内容でございます。①確認書及び申請書の作成、印刷、印字、封入・封緘、発送業務。

②確認書及び申請書の受理、支給データの作成。③支給決定通知書の作成、印刷、印字、

封入・封緘、発送業務。④返戻書類処理、再発送業務。⑤コールセンターの設置・運営

業務。⑥窓口業務。⑦関係書類運搬業務となってございます。 

    該当者等でございます。こちらは記載のとおりでございます。 

    委託の理由でございます。本事業の遂行に当たっては、短期間で集中的な対応が求め

られます。そのため、業務を一体的に管理し、各種の業務を相互に関連づけながら円滑

に実施する必要がございます。 

    また、各々の業務のピークの推移に合わせ、人員配置についても合理的な運用を図る

必要がございます。このため専門的なノウハウをもつ事業者を活用し、一連の業務を一

括委託することで、より効率的、効果的な事業遂行を行うものでございます。 

    効果でございます。申し訳ございません、記載が漏れてございます。こちらにつきま
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しては、専門性を活かした事務処理や業務の繁閑に応じた人員配置が可能となること

で、窓口や電話における区民への適切な対応、正確、迅速な事業実施が図られることが

期待できます。 

    一括承認基準の該当はございません。 

    過去の類似案件は、記載のとおりでございます。 

    諮問理由でございます。本件は新規事業であり一括承認基準に該当しないため、挙げ

させていただいております。 

    取り扱う個人情報でございます。別表をご覧ください。 

    表の左側、区が提供して事業者へ提供する個人情報でございます。こちら基本情報と

しまして、世帯主データ、世帯員データ、そのほか決定情報でございます。項目は記載

のとおりでございます。 

    表の右側をご覧ください。事業者が必要に応じて収集する個人情報でございます。申

請情報、通知返戻情報、決定情報、支給情報、その他となってございます。項目は記載

のとおりでございます。 

    続きまして、情報の保護でございます。取り扱う個人情報の範囲は、上記のとおりと

なってございます。セキュリティ対策の整備義務につきましては、セキュリティ対策の

管理義務を強化するとともに、研修や教育の実施を義務づけてございます。続きまし

て、再委託、複写、複製、持ち出しにつきましては、「禁止」を「制限」へと変更して

ございます。 

    戻りまして、審議する対象者の範囲でございます。別紙２、Ａ３の用紙にございます、

（１）から（４）の個人情報の取扱いとなってございます。 

    委託先でございます。本審議会終了後、プライバシーマーク取得事業者により選定を

いたしまして、特命随意契約をしてまいります。 

    契約締結の予定日でございます。本審議会承認後とするものでございます。 

    続きまして、資料の１０をご用意ください。 

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る個人情報の目的外利用でござい

ます。 

    内容でございます。臨時特別給付金事業に必要となる対象者リストを作成する際、関

係機関で保有している個人情報を目的外利用するものでございます。 

    対象者等でございます。成年後見制度を利用しているもの。視覚障害のある障がい

者。虐待等により施設に入所措置等が取られている障がい者及び高齢者でございます。

    収集先でございます。障害福祉課及び高齢者福祉課でございます。 

    収集方法でございます。各課において保有するデータを基に情報リストを作成し、紙

のリスト、電子メール受信、またはデータを格納した媒体等により、その提供を受ける

ものでございます。 

    理由でございます。事業遂行に際し、特例的な対応を必要とする対象者の情報が必要

となるためでございます。 

    一括承認基準の該当はございません。 
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    過去の類似案件は、記載のとおりでございます。 

    諮問の理由でございます。過去の類似案件はございますが、本件は新規事業であり、

一括承認基準に該当しないため、挙げさせていただいております。 

    取り扱う個人情報でございます。別表をご覧ください。 

    成年後見制度、視覚障害者、虐待等の情報となってございます。 

    戻りまして、目的外利用する時期及び期間でございます。本審議会承認後とするもの

でございます。 

    私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

会 長：今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。 

    Ｂ委員。 

Ｂ委員：たしかこの間の国会で最終的に議決したのは、結構最近だと思うんです。ですから、

実は私もいろいろこの制度をインターネットで調べたけど、内容がほとんど分からない

んですよね。ごめんなさい。一体誰がもらえるのかとか。 

    ただ、私が調べた範囲では、一応、住民税非課税の世帯、１世帯１０万円。ですから

５人世帯でも１０万円。こういうことだったりとか、それからあと、扶養家族、扶養さ

れている場合というんですか、本人が住民税が非課税でも、例えば、課税世帯の扶養に

なっていたりすると、これはどうも除かれてしまうような感じになっているんですが、

それで、区として最初に案内を出す範囲でやったときに、特に扶養されているかどうか

なんていうのは、今、区が情報を持っているというふうなんでしょうか。 

会 長：課長、どうぞ。 

自立促進担当課長：扶養の情報につきましては、こちらのほうでは把握をしてございません。

非課税世帯の対象者といたしまして、通知書を発送して、その際にご本人様のほうか

ら、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないといった項目にチェック

をしていただくといったことで、こちらのほうは確認をしてまいります。 

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：ちょっとそれって、なかなか分かりましたと言っていいのかどうか分からないんです

けど、そこは緩いというふうに考えていいですね。 

    それで、もう一つ、たしか収入激変みたいな方がいました。それはちょっと置いてお

いて、実は先ほども審議した１人子供１０万円のほうは、離婚の時期と児童扶養手当の

時期によって、もらえないという世帯があって。それは児童手当が９月３０日付の口

座、そして、それ以降に離婚をしますと、口座は、だからもし自分のほう、例えば離婚

して、母親が子供を引き取ってやっていて、今は児童手当を母親が受給していても、口

座が９月３０日の口座に入ってしまうということで。変な話、本当に今離婚したばかり

で、お金が必要な人のところに、なかなかこの手当てが入らないと。仕組み自体として、

そうなっているということがあって、ちょっとこれ問題だというのが朝日新聞などでも

出ておりました。自治体が改善すれば、できないことはないんですが、国としては、ダ

ブルで出すことに問題があるということでやらなかった。駄目だみたいなことを言って

いて、これはちょっとかわいそう。 
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    今回の基準日って１２月１０日ではないですか。ただ、申請時は、まだもうちょっと

かかったりして、いろいろな変化が起きてくると思うんですけど、その辺は何か今回は

低所得者対策なので、もっと改善はされるのかな、その辺は対応がうまくできるように

なっているんでしょうか。 

会 長：課長、どうぞ。 

自立促進担当課長：ご指摘の事項なんですけれども、今回の給付金でございますが、１２月１

０日時点で給付を受けている、区分は二つございますけれども、支給は１回となってご

ざいます。そして、今日の午後に国のほうから通知が届いて、今いただいた内容のもの

が例示をされました。今まで、私たち、家計急変世帯で対応できるといったことを考え

ていたんですけれども、１２月１０日の時点でその世帯として受給をしてしまっている

となると、その後、離婚をした場合には、家計急変世帯のほうの支給が受けられないと

いったことが示されました。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：分かりました。でもこれは本当に、逆にいうと、本当に困っている人たちにというこ

となので、本当はそっちのほうに渡してあげたいですよね。もちろん基準日をつくって

やらなければいけないんですけど、ではもう手後れか。 

    でも、はっきり言えば、先ほどの子供１人１０万円のほうも、自治体独自に出せば出

せますよというのがありましたので、国のほうも野田少子化大臣が、自治体が出すんな

ら出してもいいですよと、あっちも言っていたんで。何かそういう人にはできたらいい

なとか、私なんかはちょっと思っているんですけど、それは制度自体のことなんですけ

ど。今回、リスト作成は、そういう意味では、既にもうリストを作成して、システムも

作って、そしてやっていくということなんですけど、こちらも特命随意契約となってい

るんで、これはどういう意味ですか。 

会 長：課長、どうぞ。 

自立促進担当課長：今回のものは、やはりスピード感を持って支給するといった必要がござい

ますので、特命随意契約とさせていただいているものとなってございます。 

    ただ、やはり正確に、間違いなく振り込んでいくといったことは、非常に重要となっ

てくると考えてございますので、事業者を選ぶ際には、臨時特別給付金、過去に五、六

年前にやった臨時特別給付金や、また定額給付金、昨年度の事業など、そういった類似

の事業を請け負ったことがあるような事業者を選定しながら、随意契約をしていきたい

と考えてございます。 

会 長：Ｂ委員。 

Ｂ委員：では、まだ決まっていないということですね。分かりました。補正予算も組んでいな

いので。すみません、補正予算も、議会のほうもなるべく早くみたいな話もありました

が、少なくとも実績があるところにお願いする。 

    あと、個人情報なので、取り扱う場所について、私いつも一番ちょっと気にする。あ

まりいろいろなところへ持っていかないほうがいいと思っているんですけど、それはど

うでしょうか。 
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会 長：課長、どうぞ。 

自立促進担当課長：取り扱う場所なんですけれども、印刷、封入等の作業につきましては、専

門の大きな印刷機が必要となりますので、外部といったところを考えてございますが、

それ以外の業務につきましては、庁内、または区有施設を考えてございます。 

会 長：Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：分かりました。取りあえず、基本的にはこの支給は大事だと思います。 

    ただ、プッシュ型というもののいいところは早くもらえる。だけど、やはり本来必要

な人に出すといったときには、今の考え方を少し変えてもらわないと、先に渡してしま

うので、利害関係者というか、本当はこっちに欲しいという人が、それをもらえないと

いう制度になってしまうとまずいなというふうには思います。 

    以上です。 

会 長：そのほか、ご質問、ご意見おありでしょうか。 

    特にないようでしたら、ここで是とするか、非とするか確認をさせていただきたいと

思います。是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。 

    この諮問は、これで終わらせていただきます。 

    次に、本日は、諮問事項に関する審議は終了となりましたので、報告事項についてお

願いしたいと思います。事務局のほうからお願いいたします。 

区民相談課長：続きまして、報告についてでございますが、報告２につきましては、先ほど、

まとめてご報告させていただきましたので、報告１及び３につきまして、ご報告いたし

ます。 

    まず、報告１につきましては、お手元の規程集の赤いインデックス「基本的な考え方」

の４９ページにございます「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」に該当する業

務を新規に行った場合は、諮問を省略して委託が可能なものでございますが、後日その

ご報告をするというものでございます。報告につきましては、審議会事前一括承認基準

に合致していることは、既に確認しております。 

    また、報告３につきましては、条例等の改正についてのご報告でございます。 

    それでは、報告１、ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業等に係るチラシ等

封入作業請負について高齢者福祉課長より報告させていただきます。 

高齢者福祉課長：高齢者福祉課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐縮でご

ざいますが、着座にてご説明させていただきます。 

    報告事項１、業務委託報告資料をご覧ください。 

    件名でございます。ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業等に係るチラシ

等封入作業請負でございます。 

    業務の内容でございますが、チラシ・調査票等の封入・封緘業務でございます。 

    内容といたしましては、発送対象者の氏名・住所を記載したチラシを調査票などと併

せて封書（長３または角２封筒）でございますが、封入・封緘するというものでござい
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ます。 

    対象者は、令和３年度に７５歳以上となる区民。件数３１，１６８件でございます。

    理由と効果でございますけれども、大量封入・封緘作業となるため、多数の受注実績

やノウハウを持った事業者へ委託することにより、迅速かつ低コストでの履行確保を図

るというものでございます。 

    取り扱う個人情報でございますが、区が収集して事業者に提供するものとしまして、

令和３年度中に７５歳以上となる区民の氏名、住所でございます。事業者が収集するも

のはございません。 

    取り扱う理由でございますが、発送対象者を識別するために必要な情報となるため

ということでございます。 

    ４番、収集禁止事項の有無でございますが、ございません。 

    また、５番、守るべき事項の該当性でございます。１番、個人情報保護の管理責任体

制、所管課より確認をしております。 

    ２番、取り扱う個人情報のセキュリティ対策でございますけれども、個人情報を紙媒

体で提供する委託ということで、受託者が守るべき事項は個人情報の保管場所の管理体

制、取り扱う個人情報の管理でございます。 

    ３番の業務の再委託はございません。 

    審議会事前一括承認基準の該当性は、類型５に該当ということでございます。 

    委託先は、豊島区シルバー人材センター。 

    委託の時期につきましては、令和３年９月７日から９月１７日でございます。 

    ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会 長：報告事項ではありますが、何かご質問がありましたら、お手をお挙げください。 

    特にないようでしたら、次の報告に移らせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

区民相談課長：続きまして、報告３、豊島区個人情報等の保護に関する条例の一部を改正する

条例等について、私よりご報告させていただきます。 

    ご報告に先立ちまして、今回の条例等の改正は、他法の改正による条ずれによる改正

などで、条例の内容に変更がないことから事前にご審議申し上げず、ご報告のみとさせ

ていただきました。この点、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。 

    ご報告は条例の一部改正と規則の一部改正の２件でございます。どちらも本年９月

開催の第３回定例会に上程し、議決を受けた後、交付されたものでございます。閲覧請

求した際の資料をご説明する前に、条例規則が一部改正となったそもそもの理由からご

説明いたします。 

    本年５月にデジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、い

わゆるデジタル改革関連法が交付されました。これに伴いまして、デジタル改革関連の

各法において、特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号

法の一部が改正されました。この番号法の改正部分については、条例及び規則の中でも

規定しているため、番号法の改正に合わせて、条例規則を一部改正するというものでご
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ざいました。 

    まず、報告３－１、条例の制定（一部改正）について、ご説明いたします。 

    条例名は、豊島区個人情報等の保護に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 

    ２、制定（一部改正）の理由は二つございます。情報提供ネットワークシステムの設

置・管理主体の変更によるものと、特定個人情報を提供できる場合の追加による条ずれ

によるものでございます。 

    まず、情報提供ネットワークシステムの設置・管理主体の変更によるものについて

は、デジタル改革関連法の一つである、デジタル庁設置法の附則第４１条の規定によ

り、番号法が改正され、番号法第２条第１４項に規定する、情報提供ネットワークシス

テムの設置・管理主体が「総務大臣」から「内閣総理大臣」に変更されたことに伴う条

例の一部改正でございます。 

    なお、ここでいいます情報提供ネットワークシステムとは、行政機関や地方公共団体

が相互に特定個人情報をやり取りするオンラインシステムのことでございます。条例第

３１条第３項に「実施機関は、前２項の規定に基づき情報提供等記録の訂正請求の全部

又は一部に応じる決定をしたときは、総務大臣及び」と規定されているため、「総務大

臣」を「内閣総理大臣」に改正するというものでございます。 

    なお、ここでいう「情報提供等記録の訂正請求の全部又は一部に応じる決定をしたと

き」とは、情報提供ネットワークシステムに記録保存されている情報提供等記録と呼ば

れる特定個人情報について、訂正請求があり、応じた場合に国に通知することになって

おり、通知先がこれまでは、「総務大臣」だったのを「内閣総理大臣」に変更するとい

うものでございます。 

    次に、特定個人情報を提供できる場合の追加による条ずれによるものについては、デ

ジタル改革関連法の一つである、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律、第５５条の規定による番号法の一部改正により、特定個人情報を提供できる

場合として「一の使用者等における従業者等であった者が他の使用者等における従業者

になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用

者等に対し、その個人情報関連事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人

番号を含む特定個人情報を提供するとき」が新たに第１９条第４号として追加されたこ

とに伴い、現行の同条第４号から第１６条までの規定が１号ずつ繰り下がったというも

のでございます。 

    改正内容は、条例第３１条第３項に、番号法第１９条第７号及び第８号による規定が

あったため、番号法の改正に合わせて条文を改正するというものでございます。 

    なお、ここでいう特定個人情報を提供できる場合として、新たに追加されたものを簡

潔に申しますと、従業者本意の同意があった場合における転職時等の主要者間での特定

個人情報の提供について、追加したというもので、例えば、私、井上がＡ社からＢ社に

転職する際に、井上の同意があれば、Ａ社が保有する井上の個人情報をＢ社に提供でき

るというものでございます。 
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    裏面をご覧ください。 

    ３から８については、記載のとおりでございます。 

    次に、２枚目をご覧ください。 

    条例の新旧対照表の改正部分でございます。第３１条第３項でこれまで説明してき

ました「総務大臣」が「内閣総理大臣」に番号法の改正に合わせての条ずれについてお

示ししております。 

    次に３枚目をご覧ください。 

    交付についてお示ししております。 

    次に、報告３－２、規則の制定（一部改正）について、ご説明いたします。 

    条例名は、豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律施行細則でございます。 

    ２、制定（一部改正）の理由は、報告３－１でご説明いたしました特定個人情報を提

供できる場合の追加による条ずれによるものでございます。 

    改正内容は、法律施行細則第３条第１項及び第１０条第１項に番号法第１９条第１

２号及び第１４号から第１６号による規定があり、また１６条第４項に番号法第１９条

第７号の規定があったため、番号法の改正に合わせて条文を改正するというものでござ

います。 

    裏面をご覧ください。 

    ４から７については、記載のとおりでございます。 

    次に、２枚目をご覧ください。 

    法律施行細則の新旧対照表の改正部分でございます。第３条第１項及び第１０条第

１項、また第１６条第４項で番号法の改正に合わせての条ずれについてお示ししており

ます。 

    次に３枚目をご覧ください。 

    交付についてお示ししております。 

    報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会 長：報告事項ではありますが、何かご質問はありますでしょうか。 

    特にないようでしたら、これで報告を終わらせていただきます。 

    本日の議題は以上となります。 

    最後に事務局より連絡事項等がありましたらお願いいたします。 

区民相談課長：本日は年末のお忙しい中、誠にありがとうございました。 

    次回、第５回でございますが、令和４年２月３日午後２時からの開催を予定しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

    事務局からは以上でございます。 

会 長:それでは、本日は閉会とさせていただきます。長時間ありがとうございました。 
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合 議 結 果 

議 事 

次の諮問事項について審議し、これを承認（答申）した。 

諮問第２６号 

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ利用に関するヘルプデスク業務の委託に

係る措置 

諮問第３０号 

令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業に関する事務委託に

係る措置 

諮問第３１号 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システム

（仮称）による個人情報の電算処理 

諮問第３２号 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システム

（仮称）の保守業務の委託に係る措置 

諮問第３３号 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の委託に係る

措置 

諮問第３４号 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る個人情報の

目的外利用 

次の諮問事項について審議し、これを継続審議とした。 

諮問第２７号 

終活情報登録事業における終活関連情報の収集 

諮問第２８号 

終活情報登録事業における終活関連情報の電算処理 

諮問第２９号 

終活情報登録事業の業務委託 

次の事項について報告された。 

（１）ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業等に係るチ

ラシ等封入作業請負 

（２）令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業に関する印刷委

託に係る措置 

（３）豊島区個人情報等の保護に関する条例の一部を改正する条

例について 



審 議 経 過
№47 

提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 総合福祉システム（健康管理業務／成人保健）による個人情

報の電算処理 

資料２ Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ利用に関するヘルプデスク業務の委託

に係る措置 

資料３  終活情報登録事業における終活関連情報の収集 

資料４ 終活情報登録事業における終活関連情報の電算処理 

資料５ 終活情報登録事業の業務委託 

資料６ 令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業に関する事務委託

に係る措置 

資料７ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システ

ム（仮称）による個人情報の電算処理 

資料８ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業管理システ

ム（仮称）の保守業務の委託に係る措置 

資料９ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の委託に係

る措置 

資料 10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る個人情報

の目的外利用 

報告１ ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業等に係るチラ

シ等封入作業請負 

報告２ 令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業に関する印刷委託

に係る措置 

報告３ 豊島区個人情報等の保護に関する条例の一部を改正する条例

について 


